
戦
後
日
本
の
海
外
戦
没
者
慰
霊
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一
九
五
〇
年
代
遺
骨
収
集
団
の
派
遣
経
緯
と
「
戦
没
日
本
入
之
碑
」
の
建
立

浜

井

口禾

史

門
要
約
】
　
一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
日
本
政
府
は
、
海
外
に
お
け
る
日
本
人
戦
没
者
処
理
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
で
玉
砕
地
と
な

っ
た
南
方
諸
地
域
へ
遺
骨
収
集
団
を
派
遣
し
た
。
本
稿
で
は
、
最
初
の
派
遣
先
で
あ
る
米
国
管
理
下
の
太
平
洋
諸
島
に
引
き
続
い
て
実
施
さ
れ
た
東
部
ニ

ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、
ビ
ル
マ
・
イ
ン
ド
、
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
北
ボ
ル
ネ
オ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
遺
骨
収
集
団
の
派
遣
経
緯
に
つ
い
て
、

相
手
国
と
の
交
渉
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
収
集
団
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
「
戦
没
臼
本
人
之
碑
」
の
性
格
や
維
持
管
理
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
本
収
集
団
の
派
遣
は
確
か
に
一
定
の
成
果
を
挙
げ
た
が
、
他
方
で
、
限
定
的
な
「
象
徴
遺
骨
」
の
収
集
を
も
っ
て
こ
れ
ら
玉
砕
地
の
遺

骨
収
集
を
＝
応
の
終
了
」
で
あ
る
と
み
な
し
、
ま
た
「
戦
没
日
本
入
之
碑
」
の
維
持
管
理
を
現
地
に
一
任
す
る
と
い
う
方
針
を
採
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

結
果
と
し
て
遺
骨
処
理
問
題
の
全
面
的
な
解
決
を
先
送
り
す
る
と
と
も
に
、
碑
の
風
化
を
招
く
な
ど
、
今
日
に
至
る
課
題
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
〔
巻
［
号
　
一
一
〇
〇
八
年
〔
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
全
戦
没
者
数
は
、
約
三
一
〇
万
人
（
う
ち
軍
人
軍
属
等
約
一
一
三
〇
万
人
）
で
、
そ
の
う
ち
日
本
本
土
以
外
の
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

戦
域
に
お
け
る
戦
没
者
は
約
二
四
〇
万
人
（
軍
人
軍
属
等
麹
一
一
〇
万
人
）
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
戦
没
者
の
慰
霊
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
近
年
顕
著

な
進
展
を
見
せ
て
お
り
、
特
に
最
近
で
は
地
域
史
や
民
俗
学
の
見
地
か
ら
地
域
や
共
同
体
レ
ベ
ル
に
お
け
る
戦
没
者
慰
霊
の
実
態
を
明
ら
か
に



i浅後E本の海外戦没者慰霊（浜井）

す
る
も
の
や
、
戦
没
者
の
表
象
な
い
し
記
憶
に
即
し
て
語
ら
れ
る
も
の
、
ま
た
戦
場
に
お
け
る
兵
士
の
実
態
や
銃
後
社
会
に
お
け
る
遺
族
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

題
な
ど
に
着
目
し
た
研
究
も
厚
み
を
増
し
、
戦
没
者
を
め
ぐ
る
研
究
領
域
は
総
体
的
な
蓄
積
量
を
増
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
先
行
研

究
は
、
あ
く
ま
で
国
内
に
お
け
る
戦
没
者
慰
霊
問
題
を
分
析
対
象
と
し
て
お
り
、
海
外
に
残
さ
れ
た
戦
没
者
の
処
理
や
現
地
に
お
け
る
慰
霊
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
殆
ど
本
格
的
な
研
究
対
象
と
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
日
本
政
府
が
南
方
の
玉
砕
地
を
中
心
に
実
施
し
た
遺
骨
収
集
団
派
遣
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
主

に
外
務
省
記
録
を
用
い
て
分
析
す
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
第
～
に
、
～
九
五
〇
年
代
は
海
外
渡
航
が
制
約
さ
れ
て
お
り
、
遺
骨
収
集
や
遺
族
会
・
戦
友
会
な
ど
に
よ
る
戦
跡
巡
礼
が
今
日
の
よ
う
に
容

易
に
実
施
し
得
な
い
状
況
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
遺
骨
収
集
団
派
遣
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
、
海
外
戦
没
者
処
理
に
対
す
る
日
本
政
府
の
主
体
的
な
取
り
組
み
を
あ
る
程
度
抽
出
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
遺
骨
収
集
団
は
各
地
に
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
を
建
立
し
た
が
、
戦
後
初
め
て
日
本
政
府
の
名
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
同
苗
に
つ

い
て
は
そ
の
存
在
自
体
が
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
遺
骨
収
集
団
の
派
遣
を
め
ぐ
る
各
国
と
の
交
渉
に
お
い
て
こ
の
碑
の
建
立
問
題

は
一
つ
の
争
点
と
も
な
り
、
ま
た
そ
の
維
持
管
理
は
今
日
的
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。

　
第
三
に
、
戦
後
に
お
い
て
戦
没
者
処
理
を
主
管
す
る
省
庁
は
主
に
厚
労
省
（
旧
厚
生
省
）
で
あ
り
、
従
来
は
同
省
発
行
の
関
係
文
献
が
、
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

府
に
よ
る
遺
骨
収
集
の
取
り
組
み
の
全
容
を
語
る
殆
ど
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
現
地
政
府
と
の
交
渉
な
ど
を
通
じ
て
海
外
戦

没
者
問
題
に
関
与
し
た
外
務
省
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
問
題
を
捉
え
る
際
の
も
う
一
つ
の
視
角
に
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
を
よ
り
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
は
、
日
本
か
ら
の
遺
骨
収
集
団
の
受
け
入
れ
に
対

す
る
相
手
圏
の
意
思
決
定
過
程
や
交
渉
方
針
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
実
地
調
査
に
よ
る
遺
骨
や
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
の
実
態
を
踏
ま

え
た
議
論
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
が
分
析
対
象
と
す
る
地
域
は
広
範
囲
に
わ
た
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
本
稿
に
て
網
羅
的
に
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
問
題
の
検
討
は
稿
を
改
め
る
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
、
上
記
の
問
題
関
心
を
踏
ま
え
、
日
本
側
の
観
点
か
ら
～
九
五

〇
年
代
に
お
け
る
遺
骨
収
集
団
の
派
遣
経
緯
を
総
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
を
め
ぐ
る

問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

200　（200）

①
厚
生
省
社
会
・
援
護
局
五
〇
年
史
編
集
委
員
会
監
修
『
援
護
五
〇
年
史
臨
（
ぎ

　
よ
う
せ
い
、
一
九
九
七
年
）
一
一
八
頁
。
な
お
本
稿
で
は
、
一
九
三
七
年
七
月
の

　
盧
溝
橋
事
件
か
ら
一
九
四
五
年
九
月
の
降
伏
文
書
調
印
ま
で
日
本
が
遂
行
し
た
戦

　
争
を
総
称
し
て
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
」
と
表
記
す
る
。
ま
た
本
稿
で
取
り
上
げ

　
る
遺
骨
収
集
事
業
の
対
象
と
し
て
政
府
が
観
念
し
て
い
た
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に

　
お
け
る
軍
人
軍
属
等
の
戦
死
者
・
戦
病
死
者
を
「
戦
没
者
」
と
表
記
す
る
こ
と
と

　
す
る
。

②
最
近
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
本
康
宏
史
糊
軍
都
の
慰
霊
空
間
』
（
吉
摺
弘

　
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
、
田
中
丸
勝
彦
門
さ
ま
よ
え
る
英
霊
た
ち
翫
（
柏
轡
房
、
一
～

　
○
〇
二
年
）
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
L
・
モ
ッ
衆
目
英
霊
一
創
ら
れ
た
世
界
大
戦
の
記

　
憶
隔
（
柏
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）
、
岩
田
重
則
『
戦
死
者
霊
魂
の
ゆ
く
え
隔
（
吉
川

　
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
、
川
村
邦
光
編
『
戦
死
者
の
ゆ
く
え
1
語
り
と
表
象

　
か
ら
幡
（
青
考
社
、
二
〇
〇
三
年
）
、
粟
津
賢
太
「
近
代
日
本
に
お
け
る
戦
没
記
念

　
施
設
と
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ー
大
日
本
忠
霊
顕
彰
会
を
中
心
に
」

　
（
『
ω
o
鉱
2
0
σ
Q
8
島
山
四
六
号
、
二
〇
〇
三
年
五
月
）
、
　
一
ノ
瀬
俊
也
『
銃
後
の

　
社
会
史
一
戦
死
者
と
遺
族
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）
、
今
井
昭
彦
㎎
近

　
代
日
本
と
戦
死
者
祭
肥
匝
（
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
五
年
）
、
矢
野
敬
一
噸
慰
霊
・
追

　
悼
・
顕
彰
の
近
代
蝕
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。
戦
後
期
の
慰
霊
問

　
題
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
赤
澤
史
朗
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
戦
没
者
の
「
慰

　
霊
」
と
追
悼
」
（
『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
輪
第
八
二
号
、
二
〇
〇
三

　
年
）
、
西
村
明
『
戦
後
蚕
繭
と
戦
争
死
者
慰
霊
…
シ
ズ
メ
と
フ
ル
イ
の
ダ
イ
ナ

　
ミ
ズ
ム
㎞
（
有
志
舎
、
二
〇
〇
六
年
）
。
ま
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
は
、
日
本
国

　
内
の
戦
争
懸
念
碑
・
慰
霊
碑
・
墓
を
網
羅
的
に
調
査
し
て
い
る
（
直
近
現
代
の
戦

　
争
に
関
す
る
記
念
碑
無
二
〇
〇
二
年
、
隅
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
転
一

　
〇
二
「
慰
霊
と
墓
守
二
〇
〇
三
年
）
。

③
戦
後
の
遺
骨
収
集
事
業
を
通
観
し
た
研
究
と
し
て
、
木
村
茂
門
ア
ジ
ア
太
平
洋

　
戦
争
海
外
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
事
業
一
そ
の
経
緯
と
問
題
一
」
（
刑
追
手
門
学

　
院
大
学
文
学
部
紀
要
隔
第
　
二
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
ま
た
戦
後
の
目
比
関
係
を

　
「
戦
没
者
慰
霊
」
の
観
点
か
ら
捉
え
直
し
た
研
究
と
し
て
、
中
野
聡
門
追
悼
の
政

　
治
－
戦
没
者
慰
霊
を
め
ぐ
る
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
関
係

　
史
1
」
（
池
端
雪
浦
、
リ
デ
ィ
ア
・
N
・
ホ
セ
編
『
近
現
代
日
本
・
フ
ィ
リ
ピ

　
ン
関
係
史
臨
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
。
戦
後
初
期
の
沖
縄
に
お
け
る
遺
骨
処

　
理
問
題
を
日
米
関
係
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
門
沖
縄
戦
戦
没

　
者
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
と
沖
縄
」
（
噸
外
交
史
料
空
襲
輪
第
一
九
号
、
二
〇
〇
五

　
年
）
。

④
厚
生
省
が
編
集
し
た
関
係
文
献
と
し
て
、
『
続
引
揚
援
護
の
記
録
無
（
一
九
五
五

　
年
）
、
『
続
々
引
揚
援
護
の
記
録
』
（
～
九
六
三
年
）
、
『
引
揚
げ
と
援
護
三
十
年
の

　
歩
み
臨
（
～
九
七
七
年
）
、
前
掲
四
援
護
五
〇
年
史
』
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
が

　
現
地
で
の
収
骨
作
業
や
追
悼
行
事
の
状
況
に
記
述
を
割
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、

　
本
稿
は
遺
骨
収
集
団
が
派
遣
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
に
重
点
を
概
く
。

⑤
最
近
海
外
の
戦
跡
を
巡
る
優
れ
た
著
作
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
て
お
り
、
本
稿

　
で
取
り
上
げ
る
地
域
の
現
状
を
把
握
す
る
に
あ
た
っ
て
大
い
に
参
考
に
な
る
。
そ

　
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
牧
野
弘
道
四
戦
跡
を
歩
く
瞼
（
集
英
杜
、
二
〇
〇
二

　
年
）
、
同
『
戦
跡
に
祈
る
蜘
（
産
経
新
聞
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
、
西
牟
田
靖
『
僕



の
見
た
「
大
日
本
帝
国
」
i
教
わ
ら
な
か
っ
た
歴
史
と
出
会
う
旅
』
（
情
報
セ

ン
タ
ー
出
版
局
、
二
〇
〇
五
年
）
、
早
瀬
晋
三
明
戦
争
の
記
憶
を
歩
く
1
東
南

ア
ジ
ア
の
い
ま
隔
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
、

を
行
く
臨
（
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
七
年
）
。

笹
幸
恵
『
女
ひ
と
り
玉
砕
の
島

戦
後
初
期
に
お
け
る
海
外
戦
没
者
処
理
問
題

戦後日本の海外戦没者慰霊（浜井）

　
戦
前
期
に
お
い
て
日
本
は
、
日
清
・
日
露
戦
争
な
ど
の
対
外
戦
争
を
通
じ
て
、
海
外
に
お
け
る
日
本
入
戦
没
者
の
遺
骨
や
遺
品
を
原
則
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
国
内
に
送
還
す
る
方
針
を
採
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
下
に
お
い
て
は
、
戦
況
の
悪
化
と
と
も
に
各
戦
域
に
お
け
る
戦
没

者
の
処
理
は
不
十
分
な
も
の
と
な
り
、
戦
後
に
日
本
政
府
が
明
ら
か
に
し
た
海
外
戦
没
者
の
状
況
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
九
四
三
年
頃
ま
で
は
、
各
地
域
と
も
戦
時
処
理
規
定
に
従
っ
て
処
理
が
な
さ
れ
た
が
、
一
九
四
四
年
以
降
は
地
域
に
よ
っ
て
処
理
状
況
が

大
き
く
異
な
っ
た
。
第
～
の
地
域
は
、
蘭
塔
、
マ
レ
ー
、
タ
イ
、
仏
印
で
、
終
戦
時
ま
で
概
ね
遺
骨
の
一
部
を
国
内
に
送
還
し
て
遺
族
に
伝
達

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
第
二
は
、
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
ビ
ル
マ
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
等
で
、
急
激
な
戦

況
の
変
化
の
た
め
に
遺
骨
処
理
は
必
ず
し
も
規
定
通
り
に
は
行
わ
れ
ず
、
遺
体
を
埋
葬
す
る
時
間
も
な
い
場
合
が
あ
っ
た
。
第
三
は
、
硫
黄
島
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

沖
縄
、
マ
リ
ア
ナ
諸
島
で
、
守
備
部
隊
が
玉
砕
し
た
た
め
に
戦
没
者
処
理
は
殆
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
認
識
の
も
と
で
政
府
は
、
回

収
さ
れ
な
か
っ
た
海
外
戦
没
者
の
遺
骨
等
の
処
理
に
乗
り
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
海
外
戦
没
者
の
処
理
問
題
が
本
格
的
に
動
き
出
す
の
は
、
～
九
五
へ
年
九
月
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
調
印
前
後
に
な
っ
て
か
ら

　
　
　
　
　
③

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
政
教
分
離
の
建
前
を
遵
守
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
公
共
団
体
に
よ
る
追
悼
行
事
の
実
施
や
遺
族
不
明

の
遺
骨
を
納
骨
す
る
施
設
の
建
設
な
ど
が
許
可
さ
れ
、
戦
没
者
に
対
す
る
国
民
の
関
心
も
高
ま
り
を
見
せ
た
。
ま
た
、
日
本
政
府
が
米
国
管
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

下
に
あ
っ
た
硫
黄
島
及
び
沖
縄
へ
の
政
府
遺
骨
調
査
団
派
遣
の
意
向
を
申
し
入
れ
た
の
に
対
し
て
、
G
H
Q
も
こ
れ
を
認
め
る
姿
勢
を
示
し
た
。

一
九
五
二
年
一
月
か
ら
四
月
越
か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
さ
れ
た
同
調
査
団
は
、
両
玄
に
多
数
の
戦
没
者
の
遺
骨
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
国
内

に
伝
え
、
こ
れ
ら
の
遺
骨
を
早
期
に
処
理
す
べ
き
と
の
機
運
を
高
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
平
和
条
約
発
効
後
の
同
年
六
月
、
衆
議
院
本
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会
議
に
お
い
て
、
「
戦
没
同
胞
の
遺
骨
の
速
や
か
な
収
容
送
還
」
の
た
め
に
「
万
全
の
対
策
」
を
樹
立
し
、
そ
の
実
現
を
図
る
べ
き
と
の
決
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

が
金
会
一
致
で
採
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
世
論
の
高
ま
り
を
背
景
と
し
て
、
一
九
五
二
年
三
月
、
米
国
管
理
下
に
あ
る
太
平
洋
諸
島
に
お
け
る
日
本
人
戦
没
者
の
遺
骨
収
集

に
つ
い
て
米
国
か
ら
打
診
が
あ
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
日
米
間
で
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
一
〇
月

二
三
日
の
閣
議
了
解
を
経
て
、
翌
年
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
南
鳥
島
、
ウ
ェ
ー
キ
島
、
サ
イ
パ
ン
島
、
テ
ニ
ア
ン
島
、
グ
ア
ム
島
、
ア
ン
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ウ
ル
島
、
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
、
硫
黄
島
の
順
で
現
地
に
お
け
る
遺
骨
収
集
と
追
悼
行
事
が
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
じ
く
米
国
管
理
下
の
ア
ッ
ツ

島
へ
は
同
年
八
月
に
、
同
様
の
遺
骨
収
集
団
が
派
遣
さ
れ
た
。

　
日
本
政
府
に
よ
る
海
外
戦
没
者
の
遣
骨
収
集
は
、
そ
の
後
今
日
に
至
る
ま
で
、
前
述
の
衆
議
院
決
議
及
び
閣
議
了
解
等
に
基
づ
い
て
実
施
さ

　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
閣
議
了
解
は
、
あ
く
ま
で
米
国
管
理
地
域
を
対
象
と
し
た
遺
骨
収
集
団
派
遣
の
実
施
要
領
を
定
め
た
簡
潔

な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
地
域
に
対
す
る
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
一
九
五
三
年
一
二
月
に
は
、
国
内
に
送
還
さ
れ
た
身
元
不

明
の
遺
骨
を
国
が
建
設
予
定
の
「
無
名
戦
没
者
の
墓
」
に
納
骨
し
、
維
持
管
理
す
る
と
い
う
方
針
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
が
、
遺
骨
収
集
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
は
「
関
係
国
の
了
解
を
得
ら
れ
る
地
域
よ
り
逐
次
実
施
」
す
る
と
し
て
具
体
的
な
方
針
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
外
務
省
と

厚
生
省
は
、
相
互
に
協
議
を
行
い
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
海
外
戦
没
者
の
旦
ハ
体
的
処
理
方
針
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
外
務
省
に
お
い
て
は
、
米
国
と
の
交
渉
と
並
行
し
て
、
「
こ
の
際
速
か
に
遺
骨
処
理
計
画
を
樹
立
し
て
関
係
各
国
に
対
し
そ
の
意
向
を
表
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

す
べ
き
」
で
あ
る
と
し
て
、
海
外
に
お
け
る
遺
骨
等
の
処
理
に
関
す
る
一
般
方
針
の
策
定
に
向
け
て
検
討
を
開
始
し
た
。
そ
し
て
一
九
五
二
年

＝
月
、
引
揚
援
護
庁
と
協
議
の
う
え
、
「
戦
没
者
の
遺
骨
は
、
原
則
と
し
て
全
部
内
地
へ
送
還
」
し
、
他
方
「
遺
骨
を
埋
葬
す
る
永
久
墓
地

は
、
原
則
と
し
て
外
地
に
は
設
置
し
な
い
」
と
の
処
理
方
針
を
決
定
し
た
。
た
だ
し
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
「
慰
霊
行
事
に
重
点
を
置
き
、

現
実
の
発
掘
、
収
集
等
は
実
施
可
能
の
範
囲
に
と
ど
め
る
」
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
米
国
と
の
交
渉
に
お
い
て
米
国
側
が
要
請
し
日
本
側
が
承

認
し
た
「
印
的
発
掘
」
と
い
う
考
え
方
が
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
決
定
に
基
づ
き
外
務
省
は
、
同
年
宋
、
イ
ン
ド
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や
パ
キ
ス
タ
ン
な
ど
九
つ
の
在
外
公
館
に
宛
て
て
各
地
の
遺
骨
や
墓
地
の
所
在
情
報
、
現
地
住
民
の
感
情
な
ど
に
関
す
る
調
査
訓
令
を
発
出
し

た
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
す
る
現
地
か
ら
の
報
告
に
よ
り
政
府
は
遺
骨
等
の
残
存
状
況
を
把
握
し
て
遺
骨
収
集
団
派
遣
の
材
料
と
す
る
と
と
も
に
、

現
存
す
る
海
外
日
本
人
墓
地
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
在
外
公
館
を
通
じ
て
個
別
的
に
対
処
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
一
方
、
厚
生
省
は
海
外
の
遺
骨
処
理
に
関
す
る
総
合
計
画
と
し
て
、
一
九
五
四
年
七
月
、
「
海
外
戦
没
者
遺
骨
の
収
集
等
に
関
す
る
実
施
要

　
　
　
　
　
　
⑩

綱
」
を
策
定
し
た
。
同
要
綱
は
海
外
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
に
つ
い
て
、
「
関
係
遺
族
の
切
望
」
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
わ
が
国
一
般
の
慣
行

上
」
及
び
「
戦
後
処
理
の
早
急
完
結
」
の
観
点
か
ら
「
緊
要
な
問
題
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
そ
の
う
え
で
対
象
地
域
を
、
日
玉
砕
地
、
口

中
国
及
び
ソ
連
邦
、
日
前
二
項
以
外
の
地
域
、
⑳
沖
縄
、
面
海
外
に
お
け
る
沈
没
艦
船
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
処
理
要
領
を
定
め
た
。

　
本
稿
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
8
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
内
容
に
つ
い
て
先
に
見
て
み
る
と
、
中
国
及
び
ソ
連
に
つ
い
て
は
将
来
の
問

題
と
し
て
先
送
り
す
る
こ
と
と
し
、
玉
砕
地
以
外
の
地
域
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
遺
骨
発
見
に
応
じ
て
個
別
的
に
対
処
す
る
と
し
て
い
た
。
ま

た
沖
縄
に
つ
い
て
は
現
地
に
協
力
を
依
頼
し
、
沈
船
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
遺
体
の
み
の
引
揚
げ
は
行
わ
な
い
が
、
船
体
又
は
搭
載
物
件
引

揚
げ
な
ど
の
機
会
に
お
い
て
は
で
き
る
限
り
遺
体
を
優
先
的
に
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
「
玉
砕
地
」
に
お
け
る
遺
骨
収
集
を
優
先
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
日
本
政
府
の
根
本
的
な
考
え
方
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
が
、
「
実
施
要

綱
」
で
は
そ
れ
が
具
体
化
さ
れ
、
ω
英
領
太
平
洋
諸
島
（
ギ
ル
バ
…
ト
諸
島
を
除
く
）
及
び
豪
州
地
域
、
＠
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
そ
の
他
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
島
撰
及
び
ボ
ル
ネ
オ
、
㈲
ブ
イ
リ
ピ
ン
、
ロ
ビ
ル
マ
、
イ
ン
ド
が
対
象
地
域
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
地
域
に
対
し
て
、

政
府
所
有
の
船
舶
に
よ
り
、
政
府
職
員
・
遺
族
代
表
・
宗
教
家
代
表
・
医
師
・
作
業
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
遺
骨
収
集
団
を
派
遣
し
、
現
地

に
お
い
て
遺
骨
の
発
掘
収
集
、
建
碑
、
追
悼
行
事
を
行
う
と
し
て
い
た
。

　
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
海
外
戦
没
者
の
処
理
は
、
概
ね
以
上
の
よ
う
な
諸
方
針
に
則
し
て
厚
生
省
と
外
務
省
を
中
心
に
実
施
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
両
者
の
関
係
は
、
厚
生
省
が
各
地
域
の
個
別
具
体
的
な
計
画
を
立
案
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
外
務
省
が
相
手
園
と
交
渉
を
行
う
と
い

う
役
割
分
担
で
あ
っ
た
。
次
章
で
は
、
米
国
管
理
地
域
へ
の
派
遣
後
に
行
わ
れ
た
遺
骨
収
集
を
め
ぐ
る
各
国
と
の
具
体
的
な
交
渉
に
つ
い
て
見
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て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
①
戦
前
期
に
お
け
る
海
外
戦
没
者
処
理
の
制
度
面
に
つ
い
て
は
、
原
田
敬
一
「
陸

　
　
海
軍
墓
地
制
度
史
扁
、
実
態
面
に
つ
い
て
は
、
波
平
恵
美
子
「
兵
士
の
「
遺
体
」

　
　
と
兵
士
の
「
煙
管
」
」
（
い
ず
れ
も
前
掲
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
～

　
　
〇
二
門
慰
霊
と
墓
篇
所
収
）
が
参
考
に
な
る
。

　
②
衆
議
院
海
外
同
胞
引
揚
及
び
遺
家
族
援
護
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
議
事
録

　
　
（
一
九
五
二
年
五
月
一
四
日
）

　
③
占
領
期
に
お
け
る
海
外
戦
没
者
処
理
問
題
に
対
す
る
日
本
政
府
の
対
応
振
り
に

　
　
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
沖
縄
戦
戦
没
者
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
と
沖
縄
」
九
〇
一

　
　
三
熱
を
参
照
。

　
④
最
初
の
事
例
と
な
っ
た
硫
黄
島
へ
の
遺
骨
調
査
団
派
遣
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙

　
　
稿
「
北
の
果
て
か
ら
南
の
島
ヘ
ー
北
霊
碑
巡
拝
団
の
沖
縄
渡
航
と
そ
の
イ
ン
パ

　
　
ク
ト
」
（
『
二
十
世
紀
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）
五
七
一
六
〇
頁
。

　
⑤
衆
議
院
本
会
議
「
海
外
諸
地
域
等
に
お
け
る
戦
没
者
の
遺
骨
収
容
及
び
送
還
等

　
　
に
関
す
る
決
議
」
（
一
九
五
二
年
六
月
一
七
日
）

⑥
常
器
了
解
事
項
「
米
国
管
理
地
域
に
お
け
る
戦
没
者
の
遺
骨
の
送
還
、
慰
霊
等

　
に
関
す
る
件
」
（
一
九
五
二
年
｝
○
月
二
三
日
）
。
日
米
間
交
渉
の
経
緯
に
つ
い
て

　
は
、
前
掲
拙
稿
「
沖
縄
戦
戦
没
者
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
と
沖
縄
」
九
三
－
五
頁
。

⑦
「
戦
没
者
遺
骨
収
集
に
関
す
る
質
問
主
意
雷
」
（
二
〇
〇
六
年
三
月
二
七
日
）
、

　
「
戦
没
者
遺
骨
収
集
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
」
（
同
年
六
月
一
二
日
）
及
び
こ

　
れ
に
舛
す
る
政
府
答
弁
書
。

⑧
閣
議
決
定
「
「
無
名
戦
没
者
の
墓
」
に
関
す
る
件
」
2
九
五
三
年
一
二
月
＝

　
日
）

⑨
外
務
省
の
方
針
策
定
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
沖
縄
戦
戦
没
者

　
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
と
沖
縄
偏
九
六
－
七
頁
。

⑩
厚
生
省
「
海
外
戦
没
者
遺
骨
の
収
集
等
に
関
す
る
実
施
要
綱
」
（
一
九
五
四
年

　
七
月
六
日
）
（
凹
援
護
五
〇
年
史
㎞
五
＝
一
－
三
頁
）

⑪
前
掲
衆
議
院
海
外
同
胞
引
揚
及
び
遺
家
族
援
護
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
議

　
事
録
（
一
九
五
二
年
五
月
一
四
日
）
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二
　
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
遣
骨
収
集
団
の
派
遣

8
　
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
方
面
（
一
九
五
五
年
一
月
～
三
月
）

　
米
国
管
理
地
域
に
続
い
て
遺
骨
収
集
団
の
派
遣
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
ラ
バ
ウ
ル
、
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
な
ど
の
激
戦
地
を
含
む
東
部
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
及
び
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
方
面
で
あ
っ
た
。
同
方
面
の
戦
没
者
数
は
約
二
四
万
人
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
当
時
英
国
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。

　
当
初
の
計
画
で
は
、
当
時
オ
ラ
ン
ダ
領
の
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
が
含
ま
れ
て
お
り
、
一
九
五
二
年
～
二
月
に
外
務
省
は
、
在
京
オ
ラ
ン
ダ
大
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使
館
に
対
し
て
遺
骨
収
集
団
派
遣
の
意
向
を
伝
え
、
同
時
に
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
が
処
理
し
た
日
本
人
の
遺
骨
や
墓
地
の
所
在
地
、
所
在
数
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

在
の
状
態
等
つ
い
て
の
資
料
提
供
を
要
請
し
た
。
ま
た
英
国
に
対
し
て
も
一
九
五
三
年
七
月
に
岡
様
の
要
請
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
西
部
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ユ
ー
ギ
ニ
ア
は
計
画
か
ら
除
外
さ
れ
た
が
、
英
国
側
か
ら
は
同
年
來
に
日
本
側
の
属
島
に
原
則
的
に
同
意
す
る
と
い
う
向
町
が
あ
っ
た
。

　
一
方
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
な
ど
対
象
地
域
の
大
部
分
を
占
め
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
と
の
交
渉
は
、
豪
近
海
の
ア
ラ
フ
ラ
海
に
お
け
る

真
珠
貝
漁
業
を
め
ぐ
る
漁
業
交
渉
の
行
き
詰
ま
り
に
よ
り
停
滞
し
た
。

　
一
九
五
三
年
四
月
か
ら
行
わ
れ
た
こ
の
交
渉
に
お
い
て
旦
象
両
国
は
、
操
業
区
域
及
び
採
取
量
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
、
同
年
九
月
に
は
い
っ

た
ん
決
裂
す
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
外
務
省
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
こ
の
段
階
で
遺
骨
収
集
団
派
遣
に
つ
い
て
豪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

政
府
に
申
し
入
れ
る
こ
と
は
「
適
当
で
な
い
」
と
い
う
立
場
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
漁
業
交
渉
に
お
け
る
対
立
は
単
に
漁
業
上

の
考
慮
の
み
か
ら
で
は
な
く
、
日
本
の
ス
パ
イ
行
為
等
に
対
す
る
警
戒
な
ど
豪
側
の
「
国
防
上
の
考
慮
」
か
ら
出
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
遺
骨
収
集
問
題
を
持
ち
出
す
こ
と
は
「
無
用
の
誤
解
」
を
招
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
豪
政
府
と
の
交
渉
に
否
定
的
な
姿
勢
を
示
し
た
外
務
省
に
対
し
て
、
英
豪
地
域
の
　
体
的
な
遺
骨
処
理
を
希
望
す
る
引
揚
援
護
庁
は
繰
り
返

し
再
考
を
求
め
た
。
同
庁
は
専
領
地
域
を
除
外
し
た
計
画
を
検
討
し
て
み
た
も
の
の
、
そ
れ
で
は
「
遠
路
は
る
ば
る
派
遣
団
を
差
し
向
け
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
は
収
骨
可
能
な
遺
骨
数
も
少
な
く
、
費
用
対
効
果
の
面
か
ら
適
当
で
な
い
と
判
断
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
同
庁
は
一
九
五
四
年
三
月
、
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

び
外
務
省
に
対
し
て
、
豪
領
に
お
け
る
遺
骨
収
集
に
つ
い
て
「
適
当
な
時
期
に
」
豪
政
府
に
申
し
入
れ
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
計
画
の
実
施
時

期
に
つ
い
て
は
、
同
年
一
〇
月
頃
を
予
定
し
て
い
た
（
そ
の
後
船
舶
確
保
の
問
題
か
ら
翌
年
～
月
に
変
更
）
。

　
こ
れ
に
対
し
て
外
務
省
は
、
漁
業
交
渉
の
解
決
を
国
際
司
法
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
に
豪
側
が
同
意
し
た
と
い
う
状
況
の
変
化
に
伴
い
、
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

月
に
な
っ
て
、
遺
骨
収
集
に
つ
い
て
豪
政
府
と
交
渉
を
開
始
す
る
方
針
を
固
め
た
。
そ
の
際
、
旧
邸
間
の
微
妙
な
政
治
関
係
に
鑑
み
、
遺
骨
問

題
が
同
年
五
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
豪
総
選
挙
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
交
渉
を
進
め
る
こ
と
が
方
針
に
盛
り
込
ま
れ
た
。

　
こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、
四
月
一
二
日
、
外
務
省
は
在
京
豪
大
使
館
に
対
し
て
、
ブ
ー
ゲ
ン
ビ
ル
島
、
ニ
ュ
ー
ブ
リ
テ
ン
島
及
び
東
部
二
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⑧

ユ
ー
ギ
ニ
ア
方
面
に
遺
骨
収
集
団
を
派
遣
し
た
い
旨
を
申
し
入
れ
た
。
そ
の
際
日
本
政
府
と
し
て
、
計
画
遂
行
に
あ
た
っ
て
「
い
や
し
く
も

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
の
懸
念
と
誤
解
を
招
く
こ
と
の
な
き
よ
う
」
豪
政
府
と
緊
密
に
協
力
す
る
旨
が
申
し
添
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
英
豪
両

国
政
府
と
の
間
で
派
遣
実
施
に
向
け
た
具
体
的
な
交
渉
が
前
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
す
で
に
原
則
的
な
同
意
を
得
て
い
る
英
国
と
の
交
渉
に
お
い
て
英
国
側
は
、
現
地
住
民
の
対
日
感
情
が
良
好
で
な
い
こ
と
か
ら
、
実
施
の
条

件
と
し
て
追
悼
行
事
に
つ
い
て
は
「
戦
没
者
慰
霊
の
日
本
古
来
の
風
習
に
違
わ
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
な
る
べ
く
小
規
模
の
も
の
に
止
め
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

こ
と
と
し
、
ま
た
現
地
当
局
の
注
意
と
指
示
に
厳
格
に
従
う
こ
と
な
ど
の
配
慮
を
日
本
側
に
求
め
、
日
本
側
も
こ
れ
に
応
じ
た
。

　
一
方
、
豪
政
府
か
ら
は
半
年
が
経
過
し
て
も
何
ら
反
応
が
示
さ
れ
ず
、
日
本
側
は
、
連
圏
か
ら
は
す
で
に
了
解
を
得
て
い
る
こ
と
、
ま
た
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

舶
確
保
の
関
係
上
こ
の
機
会
を
逸
す
れ
ば
更
に
一
年
間
実
施
が
不
可
能
と
な
る
こ
と
な
ど
の
事
情
を
訴
え
て
早
期
許
可
を
求
め
た
。
豪
側
回
答

が
遅
延
し
て
い
る
理
由
と
し
て
西
春
彦
駐
豪
大
使
か
ら
は
、
遺
骨
問
題
は
豪
側
に
と
っ
て
「
8
琴
ξ
箕
。
巨
①
窪
（
微
妙
な
問
題
）
」
と
し
て
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

止
め
ら
れ
、
豪
政
府
に
お
い
て
慎
重
に
検
討
さ
れ
て
い
る
状
況
が
伝
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
度
重
な
る
日
本
側
か
ら
の
要
請
に
対
し
て
、
＝

月
二
四
日
、
ケ
ー
シ
ー
豪
外
相
は
原
則
同
意
の
声
明
を
発
表
し
、
こ
れ
を
受
け
て
日
本
側
に
お
い
て
も
翌
二
五
日
、
計
画
の
概
要
に
つ
い
て
公

表
し
た
。
こ
こ
で
確
定
し
た
遺
骨
収
集
団
の
派
遣
地
域
は
、
英
領
に
つ
い
て
は
、
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
、
ニ
ュ
ー
ジ
ョ
ー
ジ
ア
島
、
豪
強
に
つ
い

て
は
ブ
ー
ゲ
ン
ビ
ル
島
、
ニ
ュ
ー
ブ
リ
テ
ン
島
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
ア
ド
ミ
ラ
ル
テ
ィ
島
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
日
本
か
ら
の
遺
骨
収
集
団
来
訪
が
発
表
さ
れ
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
在
郷
軍
人
や
現
地
住
民
が
日
本
人
の
来
訪
に
強
く
反
発

し
た
。
特
に
日
本
側
が
建
立
を
予
定
し
て
い
た
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
に
つ
い
て
、
「
侵
略
、
虐
待
、
財
産
喪
失
の
記
憶
を
新
た
に
す
る
日
本

人
の
記
念
碑
は
全
く
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
偏
も
の
で
あ
り
、
「
こ
れ
は
日
本
に
建
て
る
べ
き
」
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
現
地
の
論
調
が
伝
え
ら

れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
西
大
使
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
英
米
と
は
事
情
が
異
な
り
現
地
感
情
を
相
当
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
、
「
我
方
よ
り
進
ん
で
規
定
の
計
画
を
更
に
最
小
限
度
削
減
」
す
る
こ
と
が
適
当
と
の
意
見
具
申
を
行
っ
た
。
し
か
し
日
本
政
府
は
、
現
在

の
計
画
が
す
で
に
最
小
限
度
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
豪
勢
の
指
示
に
従
い
つ
つ
計
画
通
り
に
実
施
す
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
。
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そ
の
後
の
日
差
交
渉
で
は
、
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
の
碑
文
が
問
題
と
な
っ
た
。
豪
側
は
派
遣
団
の
出
発
直
前
の
一
九
五
五
年
一
月
五
日
に

な
っ
て
、
建
碑
自
体
に
異
存
は
な
い
が
、
裏
面
に
彫
刻
予
定
の
英
文
に
対
し
て
は
反
対
す
る
と
の
意
向
を
日
本
側
に
伝
え
て
き
た
。
日
本
側
と

し
て
は
こ
の
と
き
既
に
碑
石
へ
の
彫
刻
を
終
え
て
お
り
、
修
正
は
「
極
め
て
困
難
」
と
圓
号
し
た
が
、
豪
側
が
こ
れ
を
譲
ら
な
か
っ
た
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

結
局
日
本
側
は
豪
側
の
提
案
通
り
に
急
遽
再
彫
刻
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
碑
文
を
め
ぐ
る
問
題
の
詳
細
に
つ
い
て
は
次
章
に
て
検
討
す
る

こ
と
と
す
る
。

　
こ
う
し
て
全
て
の
条
件
が
整
い
、
～
月
一
二
日
、
派
遣
団
員
一
九
名
（
翻
長
・
白
井
儀
一
郎
）
が
乗
船
し
た
大
成
丸
は
東
京
竹
芝
桟
橋
を
出
港

し
た
。
遺
骨
収
集
を
行
っ
た
場
所
は
、
順
に
、
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
ホ
ニ
ア
ラ
、
ニ
ュ
ー
ブ
リ
テ
ン
島
ラ
バ
ウ
ル
、
ブ
ー
ゲ
ン
ビ
ル
島
エ
レ
ベ
ン

ダ
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
ブ
ナ
、
サ
ラ
モ
ア
、
ラ
エ
、
フ
ィ
ン
シ
ュ
ハ
ー
ヘ
ン
、
マ
ダ
ン
、
ウ
リ
ン
ゲ
ン
、
ウ
エ
ワ
ク
、
ム
ユ
シ
ュ
、
ボ
イ

キ
ン
、
ア
イ
ダ
ベ
、
そ
し
て
ロ
ス
ネ
グ
ロ
ス
島
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
ホ
ニ
ア
ラ
、
ラ
バ
ウ
ル
、
エ
レ
ベ
ン
ダ
、
ブ
ナ
、
フ
ィ
ン
シ
ュ
ハ
ー

ヘ
ン
、
ウ
エ
ワ
ク
、
ア
イ
ダ
ベ
、
ロ
ス
ネ
グ
ロ
ス
島
の
八
ヶ
所
に
お
い
て
建
碑
及
び
追
悼
行
事
が
行
わ
れ
た
が
、
ホ
ニ
ア
ラ
に
お
い
て
は
住
民

感
情
上
建
碑
が
許
可
さ
れ
ず
埋
設
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
ニ
ュ
…
ジ
ョ
ー
ジ
ア
島
ム
ン
ダ
で
は
上
陸
が
許
さ
れ
ず
洋
上
慰
霊
を
行
う
こ
と

に
な
る
な
ど
、
現
地
で
予
定
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
面
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
。
派
遣
団
は
約
五
八
八
九
柱
の
遺
骨
を
収
集
し
、
三
月
一

八
日
帰
港
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
方
面
へ
の
遺
骨
収
集
団
の
派
遣
実
施
に
際
し
て
は
、
対
案
関
係
に
お
い
て
漁
業
問
題
と

い
う
外
交
上
の
理
由
に
よ
り
、
大
局
的
な
観
点
か
ら
交
渉
の
遅
延
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
一
旦
事
態
が
動
き
出
す
と
、
日
本
側
も
遺
骨

問
題
が
豪
国
内
で
政
治
問
題
化
せ
ぬ
よ
う
配
慮
を
示
し
、
ま
た
豪
政
府
も
こ
れ
に
応
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
派
遣
団
に
同
行
し
た
外
務
省
の
係

富
は
出
発
前
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
対
日
感
情
は
必
ず
し
も
良
好
で
は
な
く
現
地
で
豪
側
の
協
力
を
得
ら
れ
る
か
「
危
惧
の
念
」
を
持
っ
て
い

た
が
、
実
際
に
は
「
英
濠
両
現
地
官
憲
の
誠
意
溢
れ
る
積
極
的
な
協
力
援
助
」
が
あ
り
、
特
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
「
大
い
に
誠
意
を
披
歴
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

以
て
日
韓
国
交
親
善
を
図
ら
ん
と
す
る
政
策
的
意
図
の
あ
る
こ
と
が
充
分
誓
う
こ
と
が
で
き
た
」
と
報
告
し
て
い
る
。
戦
後
、
再
軍
備
問
題
な
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ど
を
め
ぐ
っ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
日
本
に
対
す
る
不
信
感
は
根
強
く
、
遺
骨
問
題
は
過
去
の
記
憶
を
蘇
ら
せ
両
者
を
よ
り
険
悪
に
し
か
ね
な

い
要
素
を
は
ら
ん
で
い
た
が
、
政
府
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
む
し
ろ
相
互
理
解
を
も
た
ら
す
一
つ
の
契
機
に
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　
「
戦
没
B
本
人
之
碑
」
の
碑
文
変
更
及
び
碑
の
維
持
管
理
の
問
題
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
る
こ
と
と
し
、
次
に
ビ
ル
マ
・
イ
ン
ド
方
面
へ
の

遺
骨
収
集
団
派
遣
の
経
緯
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ロ
　
ビ
ル
マ
・
イ
ン
ド
方
面
（
［
九
五
穴
年
【
月
～
三
月
）

　
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
方
面
に
続
い
て
遺
骨
収
集
の
対
象
地
域
と
目
さ
れ
た
の
は
ビ
ル
マ
・
イ
ン
ド
方
面
で
あ
っ
た
。
イ
ン

パ
ー
ル
作
戦
な
ど
で
多
数
の
死
者
を
出
し
た
同
方
面
に
お
け
る
戦
没
者
数
は
約
一
六
万
七
千
人
で
、
そ
の
う
ち
八
万
七
千
余
り
の
遺
骨
が
未
収

容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
日
本
政
府
が
同
方
面
へ
の
遺
骨
収
集
団
派
遣
に
向
け
て
動
き
出
し
た
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
一
九
五
五
年
四
月
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
会
議
（
バ
ン
ド
ン
会
議
）
に
参
加
し
た
旧
軍
人
が
、
帰
国
の
途
上
、
ビ
ル
マ
の
反
政
府
軍
や
赤
十
字
社
幹
部
と
遺
骨
収
集
に
関

す
る
協
力
に
つ
い
て
協
議
し
て
き
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
五
月
二
四
日
の
衆
議
院
海
外
同
胞
引
揚
及
び
遺
家
族
援
護
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会

（
以
下
、
衆
議
院
引
揚
委
員
会
）
で
は
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
同
月
二
八
日
に
は
同
委
員
長
の
高
岡
大
輔
ら
を
中
心
に
遺
骨
収
集
団
派
遣

準
備
の
た
め
の
打
合
せ
会
が
開
か
れ
た
。

　
こ
の
打
合
せ
会
に
参
加
し
た
の
は
、
高
岡
委
員
長
を
始
め
と
す
る
国
会
議
員
、
厚
生
省
援
護
局
及
び
外
務
省
の
係
官
、
仏
教
、
日
赤
、
遺
族

会
関
係
者
な
ど
二
〇
名
で
あ
っ
た
。
出
席
者
か
ら
は
、
七
月
に
訪
日
予
定
の
ウ
・
ヌ
ー
首
相
か
ら
ビ
ル
マ
側
協
力
を
得
た
い
こ
と
、
主
要
激
戦

地
に
「
忠
霊
塔
」
に
類
す
る
も
の
を
建
立
し
た
い
こ
と
、
ま
た
遺
骨
収
集
が
不
可
能
な
ら
「
土
」
だ
け
で
も
持
ち
帰
り
た
い
こ
と
な
ど
の
要
望

　
　
　
　
⑮

が
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
打
合
せ
会
を
受
け
て
、
六
月
＝
日
首
相
官
邸
に
お
い
て
、
川
崎
秀
二
厚
生
大
臣
以
下
衆
参
両
院
議
長
、
各
党
代

表
議
員
、
遺
族
会
、
ア
ジ
ア
協
会
そ
の
他
関
係
者
約
一
五
〇
人
が
参
集
し
て
「
ビ
ル
マ
戦
没
者
慰
霊
会
」
の
設
立
準
備
会
が
開
か
れ
た
。
同
会

208　（208）



戦後日本の海外戦没者慰霊（浜井）

で
は
、
ウ
・
ヌ
ー
首
相
来
日
時
に
遺
骨
収
集
の
実
現
に
つ
い
て
陳
情
す
る
こ
と
、
ま
た
地
方
公
共
団
体
の
参
加
を
呼
び
か
け
全
国
に
跨
る
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
す
る
こ
と
な
ど
が
決
議
さ
れ
た
。
さ
ら
に
衆
議
院
引
揚
委
員
会
に
お
い
て
は
、
七
月
八
日
、
政
府
が
す
み
や
か
に
遺
骨
収
集
の
具
体
的
計
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
立
て
る
こ
と
を
要
望
す
る
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。
そ
し
て
七
月
一
九
日
に
来
B
し
た
ウ
・
ヌ
i
首
相
か
ら
は
、
遺
骨
収
集
へ
の
協
力
を
約
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

す
る
発
言
が
あ
っ
た
旨
が
伝
え
ら
れ
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
外
務
省
は
、
遺
骨
問
題
を
「
政
治
的
に
利
用
」
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
遺
骨
収
集
に
便
乗
し
て
ビ
ル
マ
に
事
業
の

足
場
を
作
る
」
動
き
が
あ
る
と
し
て
、
「
警
戒
し
て
か
か
る
要
あ
り
」
と
の
見
方
を
示
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
「
政
治
的
背
景
」
及
び
「
事
業

の
性
質
」
か
ら
み
て
、
「
こ
れ
を
ネ
グ
レ
ク
ト
す
る
わ
け
に
も
行
か
な
い
」
と
い
う
の
が
事
務
当
局
と
し
て
の
複
雑
な
心
境
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
「
徒
ら
に
国
内
の
宣
伝
的
効
果
を
ね
ら
う
お
祭
り
騒
ぎ
」
で
は
な
く
、
「
地
道
な
実
施
計
画
」
に
つ
い
て
早
急
に
検
討
す
べ
き
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

立
場
で
こ
の
問
題
に
臨
む
こ
と
と
し
た
。
ま
た
こ
の
時
期
は
、
二
国
間
交
渉
に
よ
る
賠
償
協
定
と
し
て
は
初
め
て
ビ
ル
マ
と
の
問
に
平
和
条
約

及
び
賠
償
協
定
が
成
立
し
（
一
九
五
四
年
＝
月
調
印
、
翌
年
四
月
発
効
）
、
外
交
関
係
が
正
式
に
樹
立
さ
れ
た
直
後
に
あ
た
っ
て
い
た
（
一
九
五
四

年
＝
一
月
大
使
館
開
設
）
。
そ
う
し
た
事
情
も
勘
案
し
、
外
務
省
は
六
月
八
日
、
太
田
三
郎
駐
ビ
ル
マ
大
使
に
宛
て
て
、
同
方
面
で
の
遺
骨
収
集
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

追
悼
行
事
挙
行
、
建
碑
等
に
つ
き
ビ
ル
マ
政
府
の
意
向
を
打
診
す
る
よ
う
命
じ
た
。

　
ビ
ル
マ
側
か
ら
の
回
答
を
待
つ
間
、
外
務
省
は
現
地
か
ら
の
情
報
収
集
に
努
め
て
い
た
が
、
九
月
に
東
南
ア
ジ
ア
視
察
旅
行
に
出
か
け
て
い

た
高
岡
委
員
長
が
訪
問
先
の
ビ
ル
マ
で
ウ
・
ヌ
ー
菖
相
ら
に
会
見
し
、
遺
骨
収
集
団
の
ビ
ル
マ
入
国
に
つ
い
て
内
諾
を
得
て
き
た
こ
と
で
、
実

現
に
向
け
て
の
動
き
が
本
格
化
し
た
。
一
〇
月
一
日
、
外
務
省
は
太
田
大
使
に
宛
て
て
正
式
許
可
を
取
り
つ
け
る
よ
う
再
度
訓
令
を
発
出
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

同
旦
コ
日
に
は
原
則
と
し
て
異
議
な
き
旨
の
回
答
を
得
た
の
で
、
以
後
細
目
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
こ
の
間
に
お
い
て
厚
生
省
は
、
ビ
ル
マ
を
含
む
包
括
的
な
海
外
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
計
画
を
作
成
し
て
い
た
。
同
計
画
は
、
「
現
下
未
収
容

地
域
に
つ
い
て
の
処
置
に
つ
い
て
は
、
関
係
遺
族
は
も
と
よ
り
、
国
会
を
始
め
、
国
を
挙
げ
て
の
熾
烈
な
る
要
請
も
あ
る
」
と
の
認
識
の
も
と
、

前
年
の
「
実
施
要
綱
」
か
ら
「
玉
砕
地
」
の
う
ち
実
施
済
の
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
地
域
を
除
外
し
、
地
域
ご
と
に
具
体
的
な
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計
画
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
、
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
及
び
ボ
ル
ネ
オ
、
ビ
ル
マ
及
び
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
本
土
を
対
象
地
域
と
し
て
い
た
。
ま
た
同
計
画
で
は
、
「
実
施
要
綱
」
と
同
様
に
ソ
連
、
北
朝
鮮
及
び
中
国
地
域
の
遺
骨
に
つ
い
て
は
当

該
国
と
の
国
交
回
復
を
ま
っ
て
別
途
に
計
画
す
る
と
し
て
い
た
一
方
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
つ
い
て
は
、
「
本
事
業
の
早
期
実
現
の
見
込
は
立
た

な
い
」
と
い
う
見
通
し
を
示
し
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
計
画
は
ビ
ル
マ
方
面
に
お
け
る
遺
骨
収
集
を
要
望
す
る
声
の
高
ま
り
に
呼
応

し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
包
括
的
計
画
を
指
針
と
し
て
厚
生
省
は
、
～
○
月
、
ビ
ル
マ
方
面
に
お
け
る
具
体
的
計
画
を
立
案
し
た
。
そ
こ
で
は
選
骨
盤
集
団
本
隊

を
派
遣
す
る
前
に
ま
ず
先
発
隊
を
現
地
に
派
遣
し
、
そ
の
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
現
地
の
実
情
に
適
応
し
た
遺
骨
収
集
及
び
追
悼
行
事
を
行
う

と
し
て
い
た
。
収
骨
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
要
領
で
実
施
す
る
と
し
て
い
た
が
、
従
来
と
は
異
な
る
点
と
し
て
、
「
戦
没
日
本
人
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

碑
」
の
建
立
は
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ビ
ル
マ
側
か
ら
石
碑
・
記
念
物
等
の
建
立
に
つ
い
て
「
ビ
ル
マ
人
に

占
領
時
代
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
不
適
当
で
は
な
い
か
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ
た
こ
と
が
一
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら

　
⑳

れ
る
。
実
際
、
計
画
が
公
表
さ
れ
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
同
様
に
、
現
地
か
ら
は
戦
時
中
の
記
憶
も
消
え
て
い
な
い
実
情
に
お
い
て
遺
骨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

収
集
団
の
訪
問
自
体
が
「
好
ま
し
い
か
ど
う
か
考
え
物
」
と
い
う
論
調
が
伝
え
ら
れ
た
。

　
ま
た
、
厚
生
省
の
計
画
に
は
、
ビ
ル
マ
に
近
接
し
て
い
る
イ
ン
ド
の
イ
ン
パ
ー
ル
地
区
に
お
け
る
遺
骨
収
集
及
び
追
悼
行
事
の
実
施
が
新
た

に
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
計
画
に
基
き
外
務
省
は
、
一
〇
月
；
百
、
ビ
ル
マ
政
府
と
と
も
に
イ
ン
ド
政
府
に
対
し
て
も
遺
骨
収
集
団
派
遣
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
て
の
許
可
を
要
請
し
た
。

　
＝
月
に
入
る
と
厚
生
省
は
、
治
安
状
況
や
交
通
事
情
等
に
関
す
る
現
地
か
ら
情
報
に
基
づ
き
、
「
大
量
の
遺
骨
収
集
は
困
難
」
で
あ
る
と

の
認
識
を
前
提
に
計
画
を
修
正
し
た
。
そ
の
際
、
「
収
集
遺
骨
が
少
数
の
た
め
遺
族
の
期
待
を
裏
切
る
」
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
現
地
で
は
追

悼
行
事
に
重
点
を
置
き
、
遺
骨
収
集
が
困
難
な
地
点
で
は
「
ゆ
か
り
の
砂
」
を
持
ち
帰
る
な
ど
「
融
通
性
」
の
あ
る
方
法
を
と
る
こ
と
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

同
時
に
追
悼
行
事
は
ビ
ル
マ
側
に
不
快
感
を
与
え
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
外
務
省
は
こ
の
修
正
案
に
基
い
て
、
一
一
月
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二
一
日
、
翌
年
～
月
に
遺
骨
収
集
団
を
派
遣
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ビ
ル
マ
及
び
イ
ン
ド
政
府
に
対
し
て
改
め
て
申
し
入
れ
た
。

　
そ
の
後
厚
生
省
は
一
一
　
月
二
七
日
に
計
画
概
要
を
公
表
し
た
が
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
も
両
国
政
府
か
ら
正
式
許
可
は
届
か
ず
、
～
九
五
六

年
一
月
二
四
日
に
出
発
し
た
先
発
隊
と
の
交
渉
に
よ
り
ょ
う
や
く
事
態
が
動
き
出
す
状
況
で
あ
っ
た
。
結
局
、
現
地
で
の
交
渉
を
経
て
ビ
ル
マ

政
府
は
、
二
月
一
日
、
戦
没
者
遺
族
に
対
し
て
深
い
同
情
を
寄
せ
る
と
と
も
に
収
集
団
の
受
け
入
れ
を
正
式
に
許
可
し
た
。

　
一
方
、
イ
ン
ド
政
府
と
の
交
渉
も
難
航
し
た
。
イ
ン
ド
側
か
ら
は
一
月
に
、
地
域
を
限
定
す
る
な
ら
ば
日
本
側
の
計
画
に
異
存
は
な
い
と
の

圓
答
を
得
て
い
た
が
、
本
隊
出
発
後
の
二
月
九
日
に
な
っ
て
、
イ
ン
パ
ー
ル
地
方
の
治
安
悪
化
の
た
め
収
集
団
の
派
遣
を
見
合
わ
せ
て
ほ
し
い

　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
の
通
知
が
届
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
型
は
、
「
こ
の
機
会
に
是
非
と
も
イ
ン
パ
ー
ル
方
面
戦
没
者
約
一
万
四
千
二
百
名
の
遺
族
の
切
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
願
望
に
応
え
た
い
」
と
し
て
、
少
な
く
と
も
イ
ン
パ
ー
ル
を
訪
問
し
、
追
悼
行
事
だ
け
で
も
行
い
た
い
と
の
希
望
を
伝
え
た
。
結
局
イ
ン
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

政
府
は
治
安
の
問
題
に
よ
り
遺
骨
収
集
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
追
悼
行
事
に
つ
い
て
は
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
派
遣
団
本
隊
は
二
月
六
日
に
羽
田
を
出
発
し
空
路
ビ
ル
マ
へ
向
か
っ
た
。
団
員
は
美
山
要
蔵
（
引
揚
援
護
局
次
長
）
団
長
以
下
政
府
職
員
六
名
、

戦
没
者
遺
族
四
名
、
宗
教
代
表
二
名
の
一
二
名
で
構
成
さ
れ
た
。
ラ
ン
グ
ー
ン
到
着
後
、
派
遣
団
は
本
隊
、
ラ
シ
オ
班
、
テ
イ
デ
ム
班
、
イ
ン

パ
ー
ル
班
の
四
班
に
分
か
れ
て
収
骨
作
業
及
び
追
悼
行
事
に
あ
た
っ
た
。
収
骨
さ
れ
た
遺
骨
は
全
部
で
＝
二
五
一
柱
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
身
元

の
判
明
し
た
も
の
は
八
六
柱
で
あ
っ
た
。
派
遣
団
は
三
月
一
五
日
に
帰
惜
し
た
。

　
帰
国
後
、
美
山
団
長
は
昭
和
天
皇
に
拝
謁
し
て
帰
国
報
告
を
行
っ
た
が
、
そ
の
際
美
山
は
、
ビ
ル
マ
の
大
衆
は
旧
日
本
軍
に
対
し
て
今
な
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

「
綱
紀
厳
正
で
あ
り
、
勇
敢
で
あ
り
、
正
直
で
、
勤
勉
で
あ
り
、
且
つ
よ
く
子
供
を
可
愛
が
つ
た
」
と
の
印
象
を
抱
い
て
い
た
と
奏
織
し
た
。

し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
外
務
省
側
か
ら
同
行
し
た
河
野
事
務
官
は
、
こ
の
美
山
の
話
は
極
め
て
根
拠
の
薄
い
事
例
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

特
に
美
山
団
長
は
南
方
軍
参
謀
や
陸
軍
省
高
級
副
官
を
務
め
た
旧
軍
の
高
官
で
あ
り
、
現
地
人
は
警
戒
の
目
で
見
て
い
た
と
し
て
い
る
。

　
陸
海
軍
を
解
体
し
て
成
立
し
た
復
員
省
の
流
れ
を
汲
む
厚
生
省
引
揚
援
護
局
に
は
、
旧
軍
人
が
多
数
勤
務
し
て
お
り
、
厚
生
省
側
か
ら
の
遺

骨
収
集
団
へ
の
参
加
者
は
派
遣
先
の
地
域
に
ゆ
か
り
の
あ
る
旧
軍
人
で
あ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
遺
骨
収
集
時
の
印
象
も
美
山
の
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よ
う
に
「
美
談
」
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
河
野
は
自
ら
の
体
験
と
は
異
な
る
印
象
が
一
人
歩
き
し
て
い
る
状
況
を
懸
念
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
河
野
は
帰
国
報
告
書
に
お
い
て
遺
骨
収
集
の
今
後
の
課
題
と
し
て
、
冷
静
に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
厚
生
省
は
一
応
完
了
し
た
も
の
と
し
て
、
幕
を
閉
じ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
当
座
は
そ
れ
で
国
民
も
納
得
す
る
と
し
て
も
、
や
が
て
日
本
人
の
旅
行
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
こ
れ
ら
の
地
域
に
入
り
、
当
遺
骨
が
残
っ
て
い
る
事
実
を
日
本
に
伝
え
た
と
き
、
恐
ら
く
再
び
遺
族
団
体
の
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
観
測
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
、
遣
族
や
戦
友
た
ち
に
よ
る
旧
戦
地
訪
問
が
急
増
し
て
か
ら
実
際
に
日
本
政
府

が
直
面
し
た
事
態
を
予
見
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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国
　
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
北
ボ
ル
ネ
オ
方
面
（
【
九
五
六
年
六
月
～
八
月
）

　
「
玉
砕
地
」
と
し
て
優
先
的
に
遺
骨
処
理
を
行
う
地
域
に
分
類
さ
れ
た
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
ボ
ル
ネ
オ
及
び
モ
ル
ッ
カ
諸
島
方
面
に
つ
い

て
厚
生
省
は
、
基
礎
調
査
と
外
交
交
渉
に
長
期
間
を
要
す
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た
。
そ
こ
で
同
省
は
、
～
九
五
五
年
八
月
二
九
日
、
ビ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

マ
・
イ
ン
ド
と
の
交
渉
と
並
行
し
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
を
管
轄
す
る
政
府
と
速
や
か
に
交
渉
を
開
始
す
る
よ
う
外
務
省
に
対
し
て
要
請
し
た
。

　
交
渉
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
英
国
（
北
ボ
ル
ネ
オ
）
、
オ
ラ
ン
ダ
（
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
）
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
南
ボ
ル
ネ
オ
、
モ
ル
ッ
カ
諸
島
）

の
各
国
政
府
で
あ
っ
た
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
に
対
し
て
は
、
一
九
五
二
年
末
の
段
階
で
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
へ
の
遺
骨
収

集
団
の
派
遣
に
つ
い
て
打
診
し
て
い
た
事
情
も
あ
り
、
一
九
五
五
年
一
〇
月
一
一
日
に
改
め
て
日
本
側
の
計
画
を
通
知
し
た
際
、
同
国
政
府
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

そ
の
一
週
間
後
に
原
則
同
意
の
意
向
を
伝
え
て
き
た
。

　
英
国
に
対
し
て
は
、
一
九
五
五
年
九
月
に
派
遣
計
画
を
通
知
し
た
。
そ
の
際
、
前
圓
の
交
渉
で
も
問
題
と
な
っ
た
現
地
住
民
へ
の
影
響
に
つ

い
て
特
に
配
慮
す
る
こ
と
が
付
言
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
翌
年
一
月
一
一
日
、
在
京
英
国
大
使
館
よ
り
原
則
同
意
の
旨
が
伝
え
ら
れ
た
が
、

こ
こ
で
も
や
は
り
、
現
地
住
民
に
悪
感
情
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
事
前
に
詳
細
な
情
報
提
供
を
す
べ
き
こ
と
な
ど
が
伝
え
ら
れ
、
特
に
派
遣
団

員
に
つ
い
て
制
服
の
着
用
禁
止
や
戦
没
者
遺
族
等
を
含
め
な
い
こ
と
な
ど
の
条
件
が
付
さ
れ
た
。



戦後日本の海外戦没者慰霊（浜井）

　
こ
の
よ
う
に
、
オ
ラ
ン
ダ
及
び
英
国
か
ら
は
早
々
に
好
意
的
圃
答
が
寄
せ
ら
れ
、
厚
生
省
は
具
体
的
計
画
の
準
備
を
進
め
た
。
厚
生
省
の
計

画
で
は
、
派
遣
時
期
は
一
九
五
六
年
六
月
か
ら
八
月
頃
を
予
定
し
て
お
り
、
ビ
ル
マ
・
イ
ン
ド
方
面
で
は
除
外
さ
れ
た
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」

の
建
立
を
計
画
に
盛
り
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
の
交
渉
相
手
国
で
あ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
か
ら
は
、
い
九
五
五
年
一
〇
月
以
降
、

数
度
に
わ
た
っ
て
派
遣
許
可
を
要
請
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
か
な
か
圓
答
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
厚
生
省
側
と
し
て
は
「
今
回
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
地
域
が
除
外
さ
れ
れ
ば
、
将
来
同
地
域
の
み
に
か
か
る
派
遣
団
を
送
る
こ
と
は
困
難
」
と
み
て

　
⑲

お
り
、
一
九
五
六
年
四
月
置
外
務
省
に
対
し
て
、
派
遣
予
定
日
が
切
迫
し
て
い
る
関
係
か
ら
、
同
国
政
府
の
回
答
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
計
画
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

進
め
、
同
年
五
月
末
ま
で
に
回
答
が
な
い
場
合
に
は
対
象
地
域
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を
通
知
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
外
務
省
は
五
月
八
日
、
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ヤ
カ
ル
タ
の
鶴
見
清
彦
総
領
事
代
理
に
対
し
て
至
急
承
認
を
取
り
付
け
る
よ
う
命
じ
た
。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
か
ら
は
、
五
月
～
八
日
に
な
っ
て
、
参
加
人
数
を
削
減
し
、
滞
在
期
間
を
最
小
限
に
短
縮
す
る
な
ど
の
条
件
を
付
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

う
え
で
日
本
側
計
画
に
原
則
的
に
同
意
す
る
と
い
う
回
答
を
得
た
。
た
だ
し
、
建
碑
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
て
は
後
日
、
「
石
碑
は
如
何
し
て
も
同
意
せ
ず
」
と
の
意
向
が
改
め
て
伝
え
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
は
、
条
件
を
付
し
つ
つ
も
、
日
本
側
計
画
に
同
意
す
る
姿
勢
を
み
せ
、
こ
れ
を
受
け
て
日
本
政
府
は
そ
の

条
件
に
従
う
こ
と
を
前
提
に
準
備
を
進
め
た
。
し
か
し
六
月
一
四
日
付
で
鶴
見
総
領
事
代
理
よ
り
届
い
た
電
報
は
日
本
政
府
を
大
い
に
困
惑
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

せ
た
。
す
な
わ
ち
、
遺
骨
収
集
団
が
乗
船
す
る
大
成
丸
の
来
航
に
つ
い
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
防
省
が
異
議
を
唱
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
成

丸
は
運
輸
省
航
海
訓
練
所
に
所
属
す
る
練
習
船
で
、
航
空
機
を
利
用
し
た
ビ
ル
マ
・
イ
ン
ド
方
面
を
除
い
て
、
こ
れ
ま
で
も
遺
骨
収
集
団
の
派

遣
に
は
経
費
節
減
の
観
点
か
ら
同
訓
練
所
に
属
す
る
練
習
船
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
外
務
省
は
、
出
発
予
定
日
が
差
し
迫
っ
て
お
り
、
計
画
実

現
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
問
題
で
日
本
の
国
内
世
論
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
対
し
て
心
理
的
悪
影
響
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
憂
慮
し
、
同
国
政
府
に
再
考
を
促
し
た
。

　
し
か
し
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
の
姿
勢
は
頑
な
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
は
「
日
本
の
船
が
多
数
の
人
員
と
共
に
住
民
の
前
に
現
れ
る
こ

213　（213）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
が
住
民
に
及
ぼ
す
心
理
的
反
響
」
を
反
対
の
理
由
に
挙
げ
て
お
り
、
「
再
考
の
余
地
な
し
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
鶴
見
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

「
遺
憾
な
が
ら
先
方
の
態
度
を
変
更
せ
し
む
る
こ
と
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
見
方
を
示
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
同
国
政
府
は
遺
骨
収

集
自
体
に
は
原
則
的
に
賛
成
し
て
い
る
と
し
て
航
空
機
で
の
来
訪
を
提
案
し
た
が
、
す
で
に
変
更
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
日
本
側
は

最
小
限
度
の
範
囲
で
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
領
域
内
に
お
い
て
追
悼
行
事
を
行
い
た
い
と
の
希
望
を
伝
え
た
が
、
給
油
の
た
め
の
入
港
は
許
可
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

た
も
の
の
、
そ
の
際
に
下
船
し
て
追
悼
行
事
を
行
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
最
後
ま
で
同
意
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
派
遣
さ
れ
た
一
六
名
か
ら
な
る
遺
骨
収
集
団
（
団
長
・
鹿
江
隆
）
は
、
六
月
二
〇
日
に
出
港
し
、
オ
ラ
ン
ダ
と
英
国

が
管
轄
す
る
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
及
び
北
ボ
ル
ネ
オ
に
お
い
て
収
骨
作
業
及
び
追
悼
行
事
を
実
施
し
た
。
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
は
西
部
ニ

ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
サ
ル
ミ
、
ビ
ア
ク
島
、
マ
ノ
ク
ワ
リ
と
北
ボ
ル
ネ
オ
の
ラ
ブ
ア
ン
島
に
合
計
四
基
建
立
さ
れ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
領
域
内
で
は
、

沿
岸
に
て
洋
上
慰
霊
が
行
わ
れ
、
ま
た
給
油
の
た
め
立
ち
寄
っ
た
バ
リ
ク
パ
パ
ン
で
は
接
岸
し
た
船
上
で
追
悼
行
事
が
行
わ
れ
た
。

　
収
集
団
は
八
月
二
三
日
中
帰
国
し
た
。
収
骨
さ
れ
た
遺
骨
は
約
五
九
九
柱
と
非
常
に
少
な
か
っ
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
外
務
省
竹
中
事

務
官
の
報
告
書
は
、
経
年
に
よ
る
環
境
の
変
化
、
反
日
勢
力
が
非
協
力
で
あ
っ
た
こ
と
、
現
地
官
憲
が
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
求
め
て

　
⑲

い
る
。

　
ま
た
竹
中
は
、
最
終
的
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
が
収
集
団
の
来
訪
に
難
色
を
示
し
た
理
曲
に
つ
い
て
、
「
中
央
政
府
の
威
令
が
行
わ
れ
に
く

い
僻
地
に
お
い
て
多
数
外
国
人
の
上
陸
に
よ
る
不
祥
事
の
発
生
を
参
謀
本
部
辺
り
で
懸
念
し
た
」
こ
と
を
挙
げ
る
～
方
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と

の
「
正
式
国
交
が
未
開
設
で
あ
る
こ
と
が
影
響
し
た
」
と
推
測
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
署
名
し
た
も

の
の
批
准
は
せ
ず
、
二
国
間
交
渉
で
平
和
条
約
及
び
賠
償
協
定
を
取
極
め
る
方
針
に
転
換
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
日
本
と
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
と
の
問
で
は
賠
償
問
題
が
懸
案
と
な
っ
て
い
た
。

　
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
遺
骨
収
集
を
実
現
す
る
こ
と
の
困
難
さ
は
日
本
政
府
も
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
同
じ
時
期
に

ス
マ
ト
ラ
日
本
人
会
よ
り
同
地
所
在
の
日
本
人
墓
地
改
修
に
つ
い
て
の
陳
情
が
現
地
公
館
に
届
い
て
お
り
、
鶴
見
総
領
事
代
理
も
「
国
と
し
て
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⑳

補
助
し
て
は
い
か
ぐ
か
と
思
わ
れ
る
」
と
具
申
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
外
務
省
は
、
「
希
望
は
了
解
し
得
」
る
が
、
「
現
在
の
臼

イ
関
係
に
か
ん
が
み
て
不
適
当
扁
で
あ
り
、
「
こ
の
際
改
修
計
画
を
暫
く
見
送
り
、
正
常
国
交
回
復
後
、
適
当
な
機
会
に
お
い
て
更
に
現
実
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

な
計
画
偏
を
立
て
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
賠
償
問
題
の
未
解
決
と
外
交
関
係
の
未
設
定
は
遺
骨
収
集
間
題
に
も
影
響
を
与
え
て
お
り
、
前
述
の
ビ
ル
マ
と
後
述
の
フ
ィ

リ
ピ
ン
は
こ
の
間
題
が
解
決
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
成
功
し
た
の
だ
と
も
意
え
る
。
そ
し
て
実
際
、
一
九
五
八
年
一
月
に
平
和
条
約
及
び
賠
償
協

定
が
調
印
さ
れ
た
後
に
な
っ
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
は
戦
犯
等
の
遺
骨
送
還
を
許
可
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

㈱
　
フ
ィ
リ
ピ
ン
方
面
（
…
九
五
八
年
【
月
～
三
月
）

　
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
遺
骨
収
集
団
派
遣
の
最
後
の
対
象
地
域
と
な
っ
た
の
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
あ
っ
た
。
同
地
の
戦
没
者
は
約
五
二
万
人

と
多
数
に
の
ぼ
り
、
政
府
の
遺
骨
収
集
計
画
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
当
初
よ
り
対
象
地
域
と
目
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
同
国
に
お
け
る
強
い
反
日

感
情
と
賠
償
問
題
は
、
計
画
実
施
の
障
害
と
な
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
一
九
五
六
年
五
月
に
賠
償
協
定
が
締
結
さ
れ
る
と
、
厚
生
省
は
こ
の
機
会
を
捉
え
て
翌
年
以
降
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
方
面
へ
遺
骨
収
集

団
を
派
遣
し
た
い
と
の
意
向
を
外
務
省
に
伝
え
た
。
こ
れ
を
受
け
て
外
務
省
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
に
対
し
て
、
遺
骨
収
集
を
許
可
す
る
意
思
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

有
無
、
入
国
可
能
な
時
期
、
入
国
者
の
要
件
な
ど
に
関
し
て
打
診
し
、
日
比
間
の
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
政
府
の
動
き
に
呼

応
し
て
、
同
年
二
月
、
東
久
遍
稔
彦
を
会
長
に
旧
陸
海
軍
の
関
係
者
が
参
集
し
て
、
政
府
に
よ
る
遺
骨
収
集
へ
の
取
り
組
み
に
協
力
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
「
日
比
戦
病
没
英
霊
奉
賛
並
遺
骨
収
集
促
進
会
」
が
結
成
さ
れ
る
な
ど
、
国
内
に
お
け
る
機
運
も
高
ま
っ
た
。

　
日
本
側
の
申
入
れ
に
対
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
か
ら
は
、
～
九
五
七
年
一
月
、
原
則
と
し
て
許
可
す
る
旨
の
回
答
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
際
に
提
示
さ
れ
た
条
件
（
発
掘
さ
れ
た
遺
骨
の
死
亡
登
録
及
び
移
転
許
可
申
請
等
）
は
現
実
問
題
と
し
て
実
施
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ

と
か
ら
、
日
本
側
は
特
別
な
便
宜
措
置
が
得
ら
れ
る
よ
う
改
め
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
申
し
入
れ
た
。
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外
務
省
と
し
て
は
、
現
地
の
住
民
感
情
が
一
番
の
懸
念
材
料
で
あ
っ
た
。
現
地
か
ら
は
、
治
安
は
比
較
的
安
定
し
て
い
る
も
の
の
、
＝
般

の
対
日
感
情
そ
の
も
の
が
必
ず
し
も
良
好
で
は
な
く
、
遺
骨
収
集
作
業
に
よ
り
あ
る
い
は
往
時
の
惨
禍
の
記
憶
が
蘇
え
る
こ
と
な
し
と
保
障
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

難
」
い
と
し
て
、
護
衛
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
湯
川
盛
夫
駐
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
を
刺
激
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

な
い
よ
う
に
「
で
き
る
だ
け
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
ー
を
与
え
ず
、
地
味
に
取
進
め
る
心
が
け
が
肝
要
」
で
あ
る
と
重
ね
て
意
見
具
申
を
行
っ
た
。
湯

川
大
使
が
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
た
背
景
に
は
、
大
使
自
身
が
マ
ニ
ラ
で
戦
没
者
慰
霊
祭
を
挙
行
し
た
際
に
、
新
聞
や
一
般
大
衆
が
「
極
め
て
冷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

淡
」
だ
っ
た
と
い
う
¶
苦
い
経
験
」
が
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
そ
う
し
た
事
情
が
考
慮
さ
れ
て
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
に
お
い
て
も
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
の
建
立
は
派
遣
計
画
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
一
方
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
は
、
日
本
側
の
計
画
に
対
し
て
、
概
し
て
好
意
的
な
対
応
を
示
し
た
。
同
政
府
は
日
本
側
が
求
め
た
便
宜
措
置
を

認
め
、
ま
た
ガ
ル
シ
ア
大
統
領
は
遺
骨
収
集
団
の
来
訪
に
際
し
て
、
「
死
者
を
弔
う
と
い
う
共
通
の
感
情
の
前
に
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
が
克
服
さ

れ
て
、
こ
の
遺
骨
収
集
団
の
ブ
イ
リ
ピ
ン
訪
問
が
実
現
し
た
こ
と
は
、
喜
び
に
堪
え
な
い
」
と
し
て
、
日
比
両
国
の
「
友
好
促
進
」
の
た
め
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

民
に
対
し
て
協
力
を
呼
び
か
け
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
出
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
湯
川
大
使
は
、
税
関
に
お
け
る
便
宜
、
作
業
予
定
の
関
係
機
関

へ
の
周
知
、
安
全
保
護
措
置
な
ど
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
当
局
の
「
好
意
的
配
慮
」
に
つ
い
て
特
に
報
告
を
行
っ
て
い
る
。

　
一
八
名
か
ら
な
る
遺
骨
収
集
団
（
団
長
・
稲
葉
柾
）
は
一
九
五
八
年
一
月
二
〇
日
、
航
海
訓
練
所
所
属
の
銀
河
丸
で
東
京
港
を
出
発
し
た
。

現
地
で
は
ビ
ザ
や
班
と
ル
ソ
ン
班
に
分
か
れ
て
収
骨
作
業
と
追
悼
行
事
を
行
い
、
収
容
さ
れ
た
約
二
五
六
一
柱
の
遺
骨
と
と
も
に
、
三
月
～
一

日
に
帰
国
し
た
。
派
遣
団
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
現
地
官
罠
は
み
な
協
力
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
ま
た
同
行
し
た
記
者
は
「
現
地
大
使
館
筋
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

考
え
て
い
た
対
日
感
情
の
悪
化
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
は
金
く
逆
な
結
果
を
生
ん
だ
」
と
報
告
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
一
面
的
な
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

方
で
は
あ
る
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
対
応
が
当
初
予
想
し
た
以
上
に
好
意
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
派
遣
が
終
了
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
政
府
を
主
体
と
し
た
遺
骨
収
集
団
の
派
遣
は
一
応
の
終

わ
り
を
み
せ
た
。
こ
れ
と
並
行
し
て
政
府
は
、
海
外
戦
没
者
処
理
に
関
し
て
、
ソ
連
や
中
国
な
ど
共
産
主
義
諸
国
と
の
交
渉
や
沈
没
艦
船
遺
体
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の
収
容
、
派
遣
対
象
外
地
域
に
残
さ
れ
た
遺
骨
の
処
理
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
た
が
、
南
方
「
玉
砕
地
」
に
お
け
る
大
規
模
な
遺
骨
収
集
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
て
は
、
こ
れ
で
コ
応
の
収
骨
を
終
え
て
お
る
」
と
の
認
識
を
示
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
外
務
省
よ
り
在
京
オ
ラ
ン
ダ
大
使
館
宛
口
上
書
（
一
九
五
二
年
一
二
月
一
八
　
　
五
四
年
＝
月
二
八
日
）
（
「
南
方
」
）

　
　
日
）
（
戦
後
外
交
記
録
「
諸
外
国
に
お
け
る
本
邦
人
墓
地
及
び
遣
骨
調
査
収
集
関
　

⑬
欧
米
局
第
三
埋
門
豪
領
遺
骨
の
件
」
（
【
九
五
五
年
一
月
五
日
）
（
「
南
方
」
）

　
　
係
（
慰
霊
を
含
む
）
ア
ジ
ア
・
大
洋
州
の
部
南
方
地
域
諸
島
」
α
1
0
0
0
九
、
　
　
　
⑭
　
ア
ジ
ア
局
第
二
課
岡
崎
事
務
官
「
南
東
方
面
英
濠
地
域
戦
没
者
の
遺
骨
送
還
及

　
　
以
下
「
南
方
」
と
略
記
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
追
悼
派
遣
団
に
関
す
る
報
告
（
復
命
書
と
（
～
九
五
五
年
三
月
一
一
一
日
）
（
「
南

　
②
外
務
省
よ
り
在
京
英
国
大
使
館
宛
口
上
書
（
｝
九
五
三
年
七
月
二
八
日
）
（
「
南
　
　
方
扁
）

　
　
方
」
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
「
ビ
ル
マ
よ
り
の
遺
骨
収
集
に
関
す
る
件
」
（
一
九
五
五
年
五
旦
三
日
）
（
戦

　
③
在
京
英
国
大
使
館
よ
り
外
務
省
宛
口
上
書
（
｝
九
五
三
年
｝
二
月
七
日
）
（
「
南
　
　
後
外
交
記
録
門
諸
外
国
に
お
け
る
本
邦
人
墓
地
及
び
遺
骨
調
査
収
集
関
係
（
慰
霊

　
　
方
」
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
含
む
）
ア
ジ
ア
・
大
洋
州
の
部
ビ
ル
マ
」
α
一
○
○
〇
七
、
以
下
「
ビ
ル

　
④
欧
米
周
第
三
課
長
覚
書
（
一
九
五
三
年
九
月
一
二
日
）
（
「
南
方
」
）
　
　
　
　

マ
扁
と
略
記
）

　
⑤
ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
海
外
戦
没
者
遺
骨
の
収
集
に
翻
す
る
件
」
一
九
五
三
年
一
　
　
⑯
服
部
ア
ジ
ア
局
第
四
課
長
よ
り
須
磨
書
記
官
宛
事
務
連
絡
（
一
九
五
五
年
六
月

　
　
一
月
五
日
（
「
南
方
」
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
七
日
）
（
門
ビ
ル
マ
」
）

　
⑥
引
揚
援
護
庁
長
官
よ
り
外
務
藁
箒
宛
公
信
発
総
七
二
号
（
一
九
五
四
年
三
月
一
　
　
⑰
衆
議
院
引
揚
委
員
会
「
ビ
ル
マ
地
域
に
お
け
る
戦
没
同
胞
の
遺
骨
収
集
に
関
す

　
　
二
日
）
（
「
南
方
」
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
決
議
」
（
　
九
五
五
年
七
月
八
日
）

　
⑦
高
裁
案
門
濠
州
領
地
域
に
お
け
る
日
本
人
戦
没
者
遺
骨
の
収
集
等
に
闘
す
る
　
　
⑱
『
読
売
新
聞
』
（
一
九
五
五
年
七
月
二
カ
日
）

　
　
件
」
（
一
九
五
四
年
四
月
六
日
決
裁
）
（
「
南
方
」
）
　
　
　
　
　
　
　

⑲
前
掲
門
ビ
ル
マ
よ
り
の
恥
骨
収
集
に
関
す
る
件
」

　
⑧
外
務
省
よ
り
在
京
豪
大
使
館
宛
口
上
書
二
三
第
五
二
号
（
一
九
五
四
年
四
月
一
　
　
⑳
重
光
大
臣
よ
り
太
田
駐
ビ
ル
マ
大
使
宛
公
信
亜
四
第
九
〇
暑
（
一
九
五
五
年
六

　
　
二
日
）
（
「
南
方
」
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
八
日
）
（
門
ビ
ル
マ
」
）

　
⑨
在
京
英
国
大
使
館
よ
り
外
務
省
宛
口
上
書
（
一
九
五
四
年
四
月
一
三
日
、
詞
年
　

⑳
重
光
大
臣
よ
り
太
田
駐
ビ
ル
マ
大
使
宛
電
報
第
二
二
六
号
（
一
九
五
五
年
一
〇

　
　
八
月
二
〇
日
）
（
「
南
方
」
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
一
日
）
、
太
田
鮭
ビ
ル
マ
大
使
よ
り
重
光
大
臣
宛
電
報
第
三
九
九
号
（
【
九
五

　
⑩
外
務
省
よ
り
在
京
豪
大
使
館
宛
口
上
書
欧
三
口
一
四
七
暑
（
一
九
五
四
年
【
〇
　
　
五
年
…
○
星
＝
日
）
（
「
ビ
ル
マ
」
）

　
　
旦
一
七
日
）
（
「
南
方
」
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
厚
生
省
引
揚
援
護
局
長
よ
リ
ア
ジ
ア
局
長
宛
公
信
援
発
第
七
三
五
号
「
海
外
日

　
⑪
西
倉
豪
大
使
よ
り
岡
崎
外
務
大
臣
宛
公
信
暴
発
畳
敷
万
（
一
九
五
四
年
＝
月
　
　
本
署
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
に
つ
い
て
」
（
～
九
五
五
年
六
月
皿
七
日
）
（
「
ビ
ル
こ
）

　
　
一
六
日
）
（
「
南
方
」
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
重
光
大
匝
よ
り
太
田
駐
ビ
ル
マ
大
使
宛
公
信
亜
登
第
｝
一
一
八
号
（
一
九
五
五
年

　
⑫
西
駐
豪
大
使
よ
り
岡
崎
外
務
大
臣
宛
電
報
第
二
六
九
号
及
び
二
七
〇
号
（
一
九
　
　

一
〇
月
＝
工
日
）
（
「
ビ
ル
マ
」
）
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⑳
太
田
駐
ビ
ル
マ
大
使
よ
り
重
光
大
臣
宛
電
報
第
二
七
〇
号
（
一
九
五
五
年
六
月

　
二
四
田
）
（
「
ビ
ル
マ
」
）

⑳
　
太
田
駐
ビ
ル
マ
大
使
よ
り
重
光
大
距
宛
公
信
第
｝
〇
二
一
号
（
一
九
五
五
年
一

　
　
月
五
日
）
（
「
ビ
ル
マ
」
）

⑳
　
重
光
大
臣
よ
り
吉
沢
駐
イ
ン
ド
大
使
宛
公
信
亜
四
第
二
二
七
号
（
｝
九
五
五
年

　
一
〇
月
＝
二
日
）
（
「
ビ
ル
マ
」
）

⑳
　
重
光
大
臣
よ
り
太
田
駐
ビ
ル
マ
大
使
宛
公
信
亜
四
二
二
四
三
号
（
一
九
五
五
年

　
一
一
月
一
一
日
）
（
「
ビ
ル
マ
」
）

⑳
　
現
地
で
の
交
渉
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
河
野
事
務
蜜
よ
り
服
部
ア
ジ
ア
局
第
四

　
課
長
宛
書
簡
（
一
九
五
六
年
一
月
二
八
日
）
（
「
ビ
ル
マ
」
）

⑳
吉
沢
駐
イ
ン
ド
大
使
よ
り
重
光
大
隠
宛
電
報
第
四
〇
号
（
一
九
五
六
年
二
月
九

　
日
）
（
門
ビ
ル
マ
」
）

⑳
　
重
光
大
臣
よ
り
吉
沢
駐
イ
ン
ド
大
使
宛
電
報
第
…
二
二
号
（
一
九
五
六
年
二
月
｝

　
一
日
）
（
讐
ビ
ル
マ
」
）

⑳
　
吉
沢
駐
イ
ン
ド
大
使
よ
り
重
光
大
距
宛
電
報
第
五
｝
号
（
一
九
五
六
年
一
一
月
二

　
四
目
）
（
贋
ビ
ル
マ
」
）

⑫
　
ビ
ル
マ
派
遣
団
長
讐
拝
謁
の
記
㎏
（
一
九
五
六
年
三
月
二
六
日
）
（
「
ビ
ル
マ
」
）
。

　
ま
た
美
山
は
、
ビ
ル
マ
人
の
日
本
軍
隊
へ
の
親
近
感
を
強
調
し
た
報
告
書
「
遺
骨

　
と
と
も
に
拾
っ
た
ビ
ル
マ
の
友
情
」
（
同
年
四
月
【
日
）
を
作
成
し
て
い
る
。

⑳
　
河
野
事
務
官
覚
書
（
作
成
日
不
明
）
（
「
ビ
ル
マ
」
）

⑱
　
河
野
事
務
官
「
ビ
ル
マ
方
面
戦
訓
者
山
骨
収
集
出
張
報
告
」
（
【
九
五
六
年
四

　
月
一
〇
日
）
（
「
ビ
ル
マ
」
）

⑮
　
同
右

⑯
　
厚
生
省
引
揚
援
護
局
長
よ
リ
ア
ジ
ア
局
長
宛
公
信
援
発
第
一
〇
二
【
号
（
｝
九

　
五
五
年
八
月
二
九
目
）
（
「
南
方
」
）

⑰
　
在
京
オ
ラ
ン
ダ
大
使
館
よ
り
外
務
省
宛
口
上
書
（
一
九
五
五
年
｝
○
月
【
八

　
日
）
（
「
南
方
」
）

⑳
　
外
務
省
よ
り
在
京
英
國
大
使
館
宛
口
上
書
（
㎝
九
五
五
年
九
月
二
六
日
）
、
在

　
京
英
国
大
使
館
よ
り
外
務
省
宛
口
上
書
（
一
九
五
六
年
　
月
＝
日
）
（
門
南

　
方
」
）

⑳
　
重
光
大
臣
よ
り
鶴
見
駐
ジ
ャ
カ
ル
タ
総
領
事
代
理
宛
公
信
亜
三
第
七
〇
号
（
一

　
九
五
六
年
四
月
五
日
置
　
（
「
南
方
偏
）

⑳
厚
生
省
引
揚
援
護
局
長
よ
り
ア
ジ
ア
局
長
宛
公
乱
闘
二
百
四
六
五
号
（
一
九
五

　
六
年
四
月
二
六
日
）
（
「
南
方
偏
）

⑪
　
重
光
大
臣
よ
り
鶴
見
駐
ジ
ャ
カ
ル
タ
総
領
事
代
理
宛
公
信
二
三
第
八
六
号
（
一

　
九
五
六
年
五
月
九
目
）
（
「
衛
方
嚥
）

⑫
鶴
見
駐
ジ
ャ
カ
ル
タ
総
領
事
代
理
よ
り
重
光
大
臣
宛
電
報
第
六
六
号
（
【
九
五

　
⊥
ハ
年
五
臼
月
｝
八
R
【
）
　
（
「
南
方
扁
）

⑬
　
鶴
見
駐
ジ
ャ
カ
ル
タ
総
領
事
代
理
よ
り
重
光
大
臣
宛
電
報
第
七
三
号
（
【
九
五

　
六
な
†
六
月
五
日
）
（
「
南
方
扁
）

⑭
　
鶴
見
駐
ジ
ャ
カ
ル
タ
総
領
事
代
理
よ
り
重
光
大
臣
宛
電
報
第
七
八
号
（
一
九
五

　
六
年
六
月
一
四
日
）
（
「
爾
方
扁
）

⑮
　
重
光
大
臣
よ
り
鶴
見
駐
ジ
ャ
カ
ル
タ
総
領
事
代
理
塗
込
報
第
八
ヨ
万
（
｝
九
五

　
六
年
六
月
一
五
日
）
（
「
南
方
扁
）

⑯
実
際
に
派
遣
団
に
同
行
し
た
記
者
に
よ
る
と
、
作
業
に
あ
た
っ
て
「
自
衛
隊
貸

　
与
の
オ
ン
ボ
ロ
作
業
着
（
カ
ー
キ
色
）
を
き
て
、
軍
力
（
靴
）
、
地
下
タ
ビ
に
シ

　
ャ
ベ
ル
を
か
．
つ
い
で
上
陸
レ
た
し
と
あ
り
、
こ
れ
が
「
日
本
の
軍
国
主
義
の
復
活

　
と
誤
解
さ
れ
た
た
め
か
、
ど
こ
で
も
［
骨
拾
い
偏
は
き
ら
わ
れ
た
扁
と
報
告
し
て

　
い
る
（
『
読
売
新
聞
魅
一
九
五
六
年
八
月
二
三
日
）
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
の
懸
念

　
は
こ
の
辺
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

⑰
　
鶴
見
駐
ジ
ャ
カ
ル
タ
総
領
事
代
理
よ
り
重
光
大
臣
宛
電
報
第
八
四
号
（
一
九
五

　
六
年
六
門
月
一
六
日
）
（
門
南
方
」
）

⑱
　
重
光
大
臣
よ
り
鶴
見
駐
ジ
ャ
カ
ル
タ
総
領
事
代
理
宛
電
報
第
八
七
号
（
一
九
五

　
六
年
六
月
一
九
日
）
、
鶴
見
駐
ジ
ャ
カ
ル
タ
総
領
事
代
理
よ
り
重
光
大
照
宛
竃
報
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戦後B本の海外戦没者慰霊（浜井）

　
第
八
四
号
（
一
九
五
六
年
七
月
四
霞
）
（
「
南
方
」
）

⑲
ア
ジ
ア
局
第
三
課
門
西
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
及
び
北
部
ボ
ル
ネ
オ
方
廊
戦
没
者
遺
骨

　
収
集
出
張
報
告
」
（
一
九
五
六
年
【
○
月
）
（
「
南
方
」
）
。
ま
た
、
竹
中
均
～
門
南

　
海
の
遺
骨
収
集
紀
行
扁
（
㎎
月
刊
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
輪
第
一
＝
心
癖
、
一
九
五
六
年
一

　
一
月
）
を
参
照
。

⑳
　
鶴
見
駐
ジ
ャ
カ
ル
タ
総
領
事
代
理
よ
り
重
光
大
臣
宛
公
儒
ジ
庶
普
第
四
二
三
号

　
（
一
九
五
六
年
六
月
二
日
）
（
戦
後
外
交
記
録
「
諸
外
国
に
お
け
る
本
邦
人
墓
地

　
及
び
遺
骨
調
査
収
集
関
係
（
慰
霊
を
含
む
）
ア
ジ
ア
・
大
洋
州
の
部
」
σ
一
○
○

　
〇
六
、
以
下
「
ア
ジ
ア
・
大
洋
州
」
と
略
記
）

⑪
重
光
大
臣
よ
り
鶴
見
駐
ジ
ャ
カ
ル
タ
総
領
事
代
理
宛
公
信
雲
叢
第
【
二
六
号

　
（
一
九
五
六
年
六
月
二
九
日
）
（
門
ア
ジ
ア
・
大
洋
州
県
）

⑫
　
高
崎
大
臣
臨
時
代
理
よ
り
ト
部
駐
フ
ィ
リ
ピ
ン
代
理
大
使
宛
公
信
亜
三
第
一
＝

　
七
号
（
一
九
五
六
年
八
月
ニ
点
画
）
（
戦
後
外
交
記
録
「
諸
外
国
に
お
け
る
本
邦

　
人
墓
地
及
び
遺
骨
調
査
収
集
関
係
（
慰
霊
を
含
む
）
ア
ジ
ア
・
大
洋
州
の
部
フ

　
ィ
リ
ピ
ン
扁
α
一
○
○
○
八
、
以
下
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
」
と
略
記
）

愈
岸
大
函
臨
時
代
理
よ
り
湯
川
駐
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使
宛
公
信
亜
三
男
三
四
西
号

　
（
一
九
五
七
年
一
〇
月
二
六
日
）
（
ブ
イ
リ
ピ
ン
）

⑭
　
湯
規
駐
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使
よ
り
藤
山
大
臣
宛
電
報
第
陽
六
一
号
（
一
九
五
七
年

三
　
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
を
め
ぐ
る
問
題

H
　
「
碑
」
の
性
格
に
つ
い
て

　
一
一
月
三
〇
日
）
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）

⑳
　
湯
川
駐
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使
よ
り
藤
山
大
臣
宛
電
報
第
一
五
号
（
一
九
五
八
年
一

　
月
一
四
隅
）
（
ブ
イ
リ
ピ
ン
）

⑯
　
引
廻
駐
ブ
イ
リ
ピ
ン
大
使
よ
り
ア
ジ
ア
周
長
宛
書
簡
（
㎝
九
五
七
年
一
〇
月
二

　
日
）
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）

⑳
　
湯
州
駐
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使
よ
り
藤
由
大
隈
宛
電
報
第
四
四
号
（
㎝
九
五
八
年
一

　
月
王
○
日
）
（
ブ
イ
リ
ピ
ン
）

愈
　
湯
川
駐
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使
よ
り
藤
山
大
臣
宛
公
信
比
第
一
〇
六
号
（
一
九
五
八

　
年
二
月
｝
日
）
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）

⑲
　
　
四
読
売
新
聞
』
（
｝
九
五
八
年
　
二
月
八
B
）

⑳
　
中
野
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
現
地
に
て
「
バ
カ
ヤ
ロ
ー
扁
と
の
言
葉
が
浴
び

　
せ
ら
れ
た
と
の
毎
目
新
聞
記
事
を
引
い
て
「
直
接
関
係
し
な
い
住
民
一
般
は
依
然

　
と
し
て
厳
し
か
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
が
、
読
売
新
聞
で
は
詞
じ
門
バ
カ
ヤ
ロ
」

　
を
門
あ
い
さ
つ
が
わ
り
」
の
友
好
的
な
も
の
と
し
て
報
じ
て
い
る
（
朔
読
売
縣

　
聞
』
同
右
）
。
こ
こ
に
は
、
同
じ
言
葉
で
も
受
け
止
め
方
が
異
な
る
と
い
う
複
雑

　
な
両
国
の
国
民
感
情
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

⑪
　
衆
議
院
引
揚
委
員
会
（
一
九
五
九
年
四
月
九
B
）
に
お
け
る
厚
生
省
引
揚
援
護

　
局
長
の
答
弁
。

こ
こ
ま
で
一
九
五
〇
年
代
の
南
方
地
域
に
お
け
る
遺
骨
収
集
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
本
章
で
は
、
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
に
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焦
点
を
当
て
て
検
討
し
た
い
（
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
の
建
立
状
況
に
つ
い
て
は
【
表
】
参
照
）
。
遺
骨
収
集
団
派
遣
に
関
す
る
交
渉
に
お
い
て
、
相
　
㎜



手
国
か
ら
派
遣
自
体
の
是
非
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
が
、
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
し
ば
し
ば
問
題
が
生
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

同
輩
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
最
近
で
は
「
遺
骨
収
集
に
こ
こ
ま
で
足
を
延
ば
し
た
と
い
う
記
念
碑
」
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
建
立
当

時
、
日
本
政
府
は
こ
の
碑
に
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
日
本
政
府
に
よ
っ
て
各
地
に
建
立
さ
れ
た
海
外
戦
没
者
慰
霊
碑
に
つ
い
て
は
、
建
立
の
経
緯
か

ら
そ
の
性
格
は
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
六
八
年
五
月
の
閣
議
に
お
い
て
佐
藤
栄
作
首
相
か
ら
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
南
方
諸
国
で
戦
没
し

た
日
本
軍
将
兵
の
慰
霊
の
た
め
墓
碑
を
整
備
す
る
」
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、
厚
生
省
は
、
一
九
七
一
年
七
月
、
「
遺
族
の
心
情

及
び
国
民
感
情
を
十
分
に
考
慮
」
し
、
「
一
国
又
は
～
戦
域
ご
と
」
に
「
国
が
主
体
と
な
っ
て
」
慰
霊
碑
を
建
立
す
る
と
の
建
設
要
領
を
策
定

　
②

し
た
。
さ
ら
に
一
九
七
二
年
二
月
、
厚
生
省
作
成
の
遺
骨
収
集
促
進
の
方
針
を
定
め
た
「
実
施
要
綱
」
に
お
い
て
、
「
海
外
の
主
要
戦
域
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

逐
次
、
戦
没
者
慰
霊
碑
を
建
立
す
る
こ
と
と
す
る
」
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
明
確
な
位
置
づ
け
の
も
と
建
碑
計

画
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
「
戦
没
日
本
入
曽
碑
」
に
つ
い
て
そ
の
性
格
を
明
確
に
示
す
資
料
は
見
当
た
ら
な
い
。

　
「
戦
没
日
本
人
野
饗
」
の
建
立
構
想
は
、
～
九
五
二
年
三
月
、
日
本
人
戦
没
者
の
遺
骨
処
理
に
関
す
る
米
国
か
ら
の
打
診
の
中
で
建
碑
の
意

向
を
問
わ
れ
た
の
に
対
し
、
同
年
五
月
に
引
揚
援
護
庁
が
作
成
し
た
遺
骨
収
集
計
画
に
お
い
て
「
各
島
に
～
つ
づ
つ
無
名
戦
士
の
碑
標
を
建
て

る
」
と
の
構
想
が
盛
り
込
ま
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
「
無
名
戦
士
の
墓
」
と
改
め
ら
れ
た
が
、
外
務
省
内
の
検
討
の
結
果
、

原
住
毘
に
与
え
る
影
響
、
日
本
人
の
民
族
感
情
上
の
問
題
、
経
済
的
負
担
の
問
題
、
実
際
管
理
上
の
問
題
か
ら
「
現
地
に
お
け
る
無
名
戦
士
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

墓
地
の
設
定
は
適
当
で
は
な
い
」
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
碑
を
建
立
す
る
と
い
う
方
針
は
残
り
、
一
〇
月
に
米
国
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
小
碑
」
の
建
立
を
認
め
た
た
め
、
同
月
の
閣
議
了
解
に
お
い
て
各
島
に
「
小
形
の
記
念
碑
」
を
建
て
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　
そ
の
後
、
引
揚
援
護
庁
に
て
碑
の
製
作
計
画
が
進
め
ら
れ
た
。
碑
文
は
吉
田
茂
首
相
の
揮
毫
に
よ
り
「
戦
没
日
本
人
之
碑
　
昭
和
廿
八
年
建

之
　
日
本
国
政
府
」
と
さ
れ
、
製
作
は
東
京
奨
学
大
学
山
本
豊
市
教
授
に
委
託
さ
れ
た
。
そ
の
際
「
こ
と
さ
ら
に
原
住
民
の
心
を
刺
激
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

よ
う
に
」
と
い
う
政
府
の
意
向
を
汲
ん
で
、
手
ご
ろ
な
自
然
石
を
探
し
都
内
の
造
園
会
社
に
あ
っ
た
御
影
石
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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【表】　f戦没日本人二三」建立状況

現在の国名 建立当時の国名 設｛置場所 設置時期 備考（設置位遣など）

1 日本 米国 南鳥島 ユ953年2月5日 島のやや南側、既に建てられていた忠魂碑の西方に建立
2 日本 米国 硫黄島 1953年3月ユ2日 ユ971年3月「硫黄島戦没者の碑」建立時に同碑のぞぱに移転
3 米国 米国 ウェーキ島 ユ953年2月ユ0日 島の北部、墓地の北側約50搬に建立

4 米国 米国 グアム島 1953年2月25日
1970年6月南太平洋慰霊協会が慰霊塔を建立した際に塔のそば
ﾉ移転

米
国
管
理
地
域

5 米国 米国 アツツ島 1953年7月16日 1987年7月「北太平洋戦没者の碑」建立時に碑のそばに移転
6 北マリアナ諸島 米国 サイパン島 1953年2月ユ9日 チャランカノアに建立
7 北マリアナ諸島 米国 テニアン島 1953年2月21日 旧テニアン神社に近い地点に建立

8 パラオ諸島 米国 アンガウル島 1953年3月3日 島の南部、島民部落内にある日本人墓地に建立
9 パラオ諸島 米国 ペリリュー島 ユ953年3月4日 島の北部、島民部落の教会付近の米戦争記念碑のそばに移転

10 ソロモン諸島 英国 ガダルカナル島 1955年1月28日 埋設

11 パプア・ニューギニア オーストラリア ラバウル ユ955年2月1日 1980年9月「南太平洋戦没者の碑」建立時に碑のそばに移転
12 パプア・ニューギニア オーストうりア ブーゲンビル島 1955年2月6日 島の南部、バロアイに建立

13 パプア・ニューギニア オーストラリア
パプア・ニューギニア

uナ
1955年2月1Q日 ブナ教会跡の道路に面して建立

ソ
東
ロ
部
モ
ニ
ン
ユ
諸
i
島
ギ
方
二
面
ア
　
●

14 パプア・ニューギニア オーストラリア
パプア・ニユーギニア

tインシュハーフェン
1955年2月18日 米軍が建設した道路から旧米豪州基地に入る分岐点に建立

15 パプア・ニューギニア オーストラリア
パプア・ニユーギニア

Eエワク
ユ955年2月22日

ユ981年9月「ニューギニア戦没者の碑」建立時に碑のそばに移

]
16 パプア・ニューギニア オーストラリア

パプア・ニユーギニア

Aイタペ
1955年3月2日 アイタペ海岸に建立

17 パプア・ニューギニア オーストラリア
パプア・ニユーギニア

鴻Xネグロス島 1955年3月5巳 ハイソ飛行場の東北側海岸に建立

18 インドネシア オランダ
西イリアン

Tルミ
1956年7月9日 サルミ岬東側海岸に建立

媚
ノ
セ
三
桑
面
そ

19 インドネシア オランダ
西イリアン
rアク島

1956年7月12目 島の南部、ビアク港の東方、丘の上に建立

20 インドネシア オランダ
西イリアン

}ノクワリ
1956年7月19日 マノクワリ港に面したサンデン岬に建立

21 マレーシア 英国
北ボルネオ
宴uアン島 ig56年8月8旨

ユ982年9月「ボルネオ戦没者の碑3建立時に整理（碑の下に埋
ﾟる）

厚生省社会・援護局援護50年史編集委員会窪援護50年史』pp．514－5ユ5を参考に作成
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こ
の
間
に
お
い
て
、
日
本
政
府
が
「
小
形
の
記
念
碑
」
に
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
た
せ
よ
う
と
し
、
碑
文
を
決
定
す
る
に
至
っ
た
か
に
つ
い

て
の
政
府
内
で
の
議
論
は
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
九
五
五
年
以
降
に
建
立
さ
れ
た
十
二
基
の
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
（
揮
毫
は
厚
生
大

臣
）
の
碑
の
裏
面
に
は
英
字
の
碑
文
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
手
が
か
り
に
、
こ
の
碑
に
対
す
る
政
府
の
考
え
方
を
う
か
が
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
及
び
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
方
面
に
お
い
て
建
立
さ
れ
た
碑
の
裏
面
に
は
、
当
初
英
文
で
「
毫
竃
国
ζ
○
囲
《
○
国
日
出
○
ω
国

国
頃
○
岡
国
ピ
ピ
H
螺
日
頃
国
国
○
菊
ピ
∪
薯
》
国
H
H
芝
H
日
面
〉
園
∪
国
瓢
司
℃
夘
》
網
国
力
ω
〉
螺
∪
口
○
℃
国
岡
○
国
日
夕
国
国
日
国
国
咳
跨
ピ
℃
國
＞
O
国

○
閏
日
瓢
国
棄
○
菊
ピ
U
（
日
本
文
原
案
　
恒
久
の
平
和
を
祈
念
し
こ
・
に
第
二
次
世
界
大
戦
に
掛
れ
た
入
々
に
担
ぐ
）
」
と
い
う
碑
文
を
彫
刻
す
る
予
定

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
は
こ
の
文
言
を
胃
ぼ
ω
ω
8
類
Φ
ヨ
薄
曇
警
①
豆
鋤
。
Φ
陣
○
ヨ
乏
ぼ
畠
闘
麗
日
ω
Φ
翻
弄
憎
U
①
匙
≦
2
Φ

冨
ヨ
。
＜
Φ
住
9
爵
Φ
冒
℃
き
Φ
。
。
Φ
○
○
＜
Φ
ヨ
ヨ
①
導
ぎ
一
⑩
0
9
（
こ
の
碑
は
日
本
政
府
に
よ
っ
て
戦
没
日
本
人
の
遺
骨
が
持
ち
運
ば
れ
た
土
地
を
表
示
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
も
の
で
あ
る
）
」
と
変
更
す
る
よ
う
日
本
側
に
要
求
し
た
。
こ
の
要
求
が
収
集
団
の
出
発
直
前
に
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
遺
骨
収
集
の
実
施

を
優
先
し
た
日
本
政
府
は
、
す
で
に
彫
劾
済
で
あ
っ
た
英
文
を
要
求
ど
お
り
に
彫
り
直
し
、
ま
た
表
面
に
つ
い
て
も
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
の

文
字
の
下
に
新
た
に
「
遺
骨
収
集
之
地
」
と
彫
刻
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
形
式
上
、
こ
の
碑
は
「
遺
骨
収
集
記
念
の
碑
」
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
碑
文
の
解
釈
に
関
し
て
、
派
遣
団
長
で
あ
っ
た
白
井
儀
十
郎
は
、
帰
国
報
告
に
お
い
て
「
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
は
い
わ
ゆ
る

無
名
戦
士
の
墓
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
説
明
書
き
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
「
「
戦
没

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

日
本
人
之
碑
」
の
文
字
の
精
神
は
実
質
的
に
あ
く
ま
で
生
き
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
収
集
団
の
｝
員
で
あ
っ
た
厚
生
省
の
立
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

務
官
も
、
帰
国
後
の
報
告
会
に
お
い
て
、
当
初
の
英
文
原
案
は
、
い
わ
ゆ
る
「
無
名
戦
士
之
碑
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
当
時
の
日
本
政
府
の
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
に
対
す
る
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
当
初
案
の
文
面
を
文
字
通
り
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

恒
久
平
和
を
祈
念
し
、
日
本
人
に
限
ら
ず
全
て
の
第
二
次
世
界
大
戦
戦
没
者
に
捧
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
雷
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
経
緯
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も
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
碑
が
「
日
本
人
」
だ
け
で
は
な
く
、
遍
く
「
全
戦
没
者
」
を
対
象
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
建
碑
と

爾
後
の
維
持
に
つ
い
て
現
地
の
理
解
を
得
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
白
井
ら
建
立
の
当
事
者
達

は
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
が
「
平
和
紀
念
碑
」
で
も
「
無
国
籍
慰
霊
碑
」
で
も
な
く
、
い
わ
ん
や
単
な
る
「
遺
骨
収
集
記
念
碑
」
で
は
な
く
、

「
無
名
戦
士
の
墓
（
碑
）
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
場
合
の
「
無
名
戦
士
の
墓
（
碑
）
」
と
は
何
か
。
既
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
日
本
は
海
外
に
戦
没
者
の
た
め
の

「
永
久
墓
地
」
は
設
け
ず
、
氏
名
が
判
別
し
な
い
遺
骨
な
い
し
は
伝
達
す
べ
き
遺
族
が
不
明
な
遺
骨
を
納
め
る
施
設
と
し
て
国
内
に
「
無
名
戦

士
の
墓
」
を
建
設
す
る
方
針
が
決
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
建
立
さ
れ
た
碑
の
下
に
遣
骨
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
い
う
「
無
名
戦
士
の
墓
（
碑
）
」
と
は
よ
り
観
念
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
「
海
外
に
お
け
る
日
本
人
戦
没
者
に
対
す
る
集
合
的
な

墓
碑
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
こ
の
考
え
方
は
翌
年
の
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
北
ボ
ル
ネ
オ
方
面
に
お
い
て
建
て
ら
れ
た
無
謬
の
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
に
つ
い
て

一
層
明
確
に
表
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
建
立
さ
れ
た
碑
の
裏
面
に
は
「
ζ
副
竃
○
園
H
＞
い
ω
日
○
圏
声
聞
○
菊
日
立
削
一
〉
℃
〉
翼
国
ω
団
類
瓢
○

男
国
U
ピ
H
客
6
韻
脚
芝
○
即
ピ
U
類
》
卿
H
H
し
d
鴫
日
国
国
㎏
》
℃
〉
国
国
ω
国
○
○
＜
国
図
累
《
国
累
6
目
賭
一
り
窃
①
（
第
二
次
世
界
大
戦
で
罵
れ
た
日
本
人
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

め
に
…
九
五
六
年
日
本
政
府
が
建
立
）
」
と
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
戦
没
瞬
本
人
之
碑
」
と
は
、
明
確
な
位
置
づ
け
こ
そ
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
あ
く
ま
で
日
本
人
戦
没
者
へ
の
追
悼

の
意
を
体
現
し
た
碑
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
日
本
政
府
も
十
分
認
識
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
認
識
を
踏
ま
え
た
う
え
で
原
事
務
宮
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
よ
る
碑
文
変
更
要
求
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
一
見
豪
州
政
府
の
申
入
れ
が
非
友
好
的
」
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
碑
が
「
無
名
戦
士
之
碑
」
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
豪
政
府
と
し
て
も
「
そ
の
管
理
保
存
を
ゆ
る
が
せ
に
は
出
来
」
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
無
名
戦
士
早
漏
」
を
第
三
国
に
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
る
な
ら
ば
、
「
我
が
外
交
当
局
は
更
に
大
局
的
な
考
慮
で
交
渉
を
進
む
べ
き
で
あ
っ
た
」
の
だ
と
。
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で
は
、
「
B
本
人
戦
没
者
」
の
た
め
に
「
日
本
国
政
府
」
の
名
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た

の
問
題
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

口
　
「
碑
」
の
維
持
管
理
問
題

「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
の
将
来
に
わ
た
る
維
持
管
理

　
講
和
後
、
日
本
政
府
は
海
外
に
あ
る
日
本
人
墓
地
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
、
補
修
な
ど
が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
日
本
の
予
算

で
こ
れ
を
行
い
、
ま
た
そ
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
現
地
の
実
情
に
合
わ
せ
て
対
処
し
て
い
た
。

　
し
か
し
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
米
園
管
理
地
域
に
建
立
し
て
以
降
、
現
地
に
一
任
す
る
方
針
を
採
っ
て
お
り
、

東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
方
面
へ
の
派
遣
に
際
し
て
も
、
「
（
碑
石
の
）
爾
後
の
保
存
に
つ
い
て
は
相
手
国
に
依
頼
す
る
こ
と
は
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ず
、
現
地
の
取
扱
い
に
委
せ
る
こ
と
と
す
る
」
こ
と
が
申
し
合
わ
さ
れ
た
。
ま
た
豪
政
府
が
同
論
の
維
持
管
理
に
関
す
る
日
本
側
の
意
向
を
照

会
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
厚
生
省
は
、
建
立
地
が
「
僻
遠
の
地
」
で
あ
り
、
日
本
政
府
は
「
碑
の
維
持
管
理
の
た
め
に
今
後
特
に
経
費
を
支

出
す
る
等
の
措
置
は
と
ら
な
い
方
針
」
で
あ
る
と
し
て
、
「
す
べ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
及
び
現
地
当
局
に
お
い
て
可
能
な
範
囲
に
お
い
て

維
持
管
理
さ
れ
る
よ
う
御
好
意
を
期
待
し
た
い
」
と
の
圓
答
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
厚
生
省
は
、
「
碑
及
び
そ
の
建
立
地
が
、
日
本
に

好
意
を
持
た
な
い
～
部
の
人
人
に
よ
っ
て
、
故
意
に
破
壊
又
は
汚
辱
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
念
願
し
て
い
る
」
こ
と
、

相
手
国
の
理
由
に
よ
り
碑
の
移
転
又
は
撤
去
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
「
止
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
こ
れ
を
了
承
す
る
」
が
、
そ
の
事
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

つ
い
て
は
連
絡
を
希
望
す
る
こ
と
な
ど
を
要
望
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
豪
側
か
ら
は
、
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
に
つ
い
て
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ

ア
州
政
府
の
予
算
で
維
持
管
理
し
「
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
覆
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
」
と
し
て
、
日
本
側
が
期
待
す
る
「
好
意
」
に
応
え
る
意
向
を

　
　
　
　
⑭

伝
え
て
き
た
。

　
そ
の
後
、
厚
生
省
に
お
い
て
英
連
邦
諸
国
内
に
所
在
す
る
日
本
人
墓
地
全
般
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
の
検
討
が
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
「
戦
没

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

日
本
人
之
碑
」
の
保
護
や
敷
地
の
無
償
貸
与
を
正
式
に
求
め
る
こ
と
な
ど
の
方
針
を
定
め
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
経
費
等
の
面
で
難
が
あ
っ
た
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こ
と
か
ら
撤
國
さ
れ
、
結
局
碑
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
現
地
～
任
の
方
針
が
定
着
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
「
現
地
主
義
」
は
、
碑
の
「
風
化
」
を
招
い
た
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
ウ
ェ
ー
キ
島
に
建
立
さ
れ
た
碑
に
つ
い
て
は
、
建
立
か
ら

四
年
後
の
一
九
五
七
年
に
は
早
く
も
再
建
の
話
が
持
ち
上
が
っ
た
。
同
年
六
月
～
日
に
は
「
ウ
ェ
ー
キ
島
戦
没
者
慰
霊
碑
再
建
後
援
会
」
が
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

成
さ
れ
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
現
存
の
碑
が
「
草
む
ら
に
埋
も
れ
、
余
り
に
も
ひ
ど
い
」
状
態
に
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
特
に

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
当
時
の
岸
信
介
首
相
が
訪
米
の
途
上
七
島
に
立
ち
寄
っ
た
際
に
、
あ
ま
り
の
「
貧
弱
」
さ
に
驚
い
た
と
い
う
経
緯
も
あ

り
、
翌
年
一
月
、
同
首
相
の
揮
毫
に
よ
る
「
太
平
洋
の
波
永
遠
に
静
か
な
れ
」
と
刻
ま
れ
た
碑
が
、
岡
島
に
建
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
一
九
六
〇
年
代
以
降
に
お
い
て
は
、
高
度
経
済
成
長
や
海
外
渡
航
の
自
由
化
を
背
景
に
、
多
く
の
遺
族
や
戦
友
た
ち
が
旧
戦
地
を
訪
問
す
る

　
　
　
　
　
⑰

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
日
本
政
府
は
新
た
に
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
き
大
規
模
な
遺
骨
収
集
を
再
開
し
た
が
、
戦
地
を
訪
れ
た
遺
族
た

ち
が
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
の
荒
廃
状
況
に
驚
く
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
く
、
自
ら
の
手
で
碑
の
移
転
や
新
た
な
慰
霊
碑
の
建
立
を
決
意
す
る
例

が
み
ら
れ
た
。

　
例
え
ば
、
一
九
七
四
年
に
ラ
バ
ウ
ル
の
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
を
訪
れ
た
あ
る
旧
軍
人
は
、
「
私
の
心
に
最
も
強
く
の
こ
っ
た
こ
と
は
…
…

慰
霊
碑
が
あ
ま
り
に
も
お
粗
末
な
こ
と
」
で
、
「
私
が
想
像
し
、
期
待
し
た
と
こ
ろ
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
及
び
も
っ
か
な
い
も
の
」
で
あ
り
、
「
戦
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

さ
れ
た
戦
友
に
は
申
訳
な
い
」
と
書
き
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
地
で
は
、
訪
問
し
た
慰
霊
団
に
対
し
て
現
地
人
が
借
地
料
や
維
持
管
理
費
を

要
求
す
る
な
ど
の
例
も
頻
発
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
元
参
謀
は
「
戦
友
と
し
て
は
堪
え
が
た
い
」
と
し
て
、
自
ら
同
碑
の
移
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
つ
い
て
現
地
政
府
と
掛
け
合
う
な
ど
の
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
一
九
八
五
年
に
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
マ
ノ
ク
ワ
リ
を
訪
問
し
た
慰
霊
巡
拝
団
は
、
同
地
の
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
が
「
汚
水
が
流

入
し
悪
臭
が
漂
う
海
岸
辺
と
な
っ
た
悪
環
境
」
に
「
何
時
誰
か
参
詣
す
る
と
も
判
ら
ぬ
儘
淋
し
く
立
っ
て
い
る
」
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
の
経
験
を
契
機
に
碑
の
移
転
と
新
た
な
慰
霊
碑
建
立
に
向
け
た
取
り
組
み
を
開
始
し
、
～
九
九
〇
年
に
実
現
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
九
五
〇
年
代
に
建
立
さ
れ
た
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
関
し
て
は
、
政
府
が
新
た
に
海
外
慰
霊
碑
を
建
立
し
た
際
に
移
転
さ
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れ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
日
本
政
府
は
維
持
管
理
に
関
与
せ
ず
、
そ
の
現
状
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
把
握
に
努
め
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
う
し
た
な
か
二
〇
〇
一
年
三
月
、
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
ブ
ナ
に
建
立
さ
れ
た
「
戦
没
日
本
人

之
碑
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
同
地
は
建
立
当
時
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
統
治
下
に
あ
っ
た
が
、
一
九
七
五
年
の
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
独

立
に
よ
っ
て
土
地
に
税
金
や
管
理
費
が
か
か
る
よ
う
に
な
り
、
以
後
同
地
に
在
住
す
る
日
本
人
が
自
腹
で
支
払
い
を
続
け
て
い
る
と
い
う
状
況

　
　
　
　
　
　
⑳

が
報
告
さ
れ
た
。
こ
の
指
摘
に
よ
っ
て
事
態
を
把
握
し
た
厚
面
省
は
二
〇
〇
二
年
一
月
、
現
地
の
政
府
機
関
及
び
土
地
所
有
者
と
協
議
を
行
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

そ
の
結
果
碑
の
移
転
は
せ
ず
、
日
本
国
政
府
に
対
し
て
も
費
用
負
担
は
求
め
な
い
こ
と
が
申
し
合
わ
さ
れ
た
。

　
恐
ら
く
こ
う
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
最
近
に
な
っ
て
厚
愚
行
は
海
外
に
建
立
さ
れ
た
戦
没
者
慰
霊
碑
の
実
態
調
査
を
行
っ
て
い
る
が
、

そ
の
過
程
で
前
述
の
マ
ノ
ク
ワ
リ
の
碑
が
何
者
か
に
持
ち
去
ら
れ
泥
だ
ら
け
で
放
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
発
見
さ
れ
る
な
ど
、
結
果
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

「
放
心
」
さ
れ
た
格
好
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
を
含
め
た
海
外
に
所
在
す
る
戦
没
者
慰
霊
碑
の
「
風
化
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
最
近
そ
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
事
例
と
も
い
え
る
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
の
「
風
化
」
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
遺

骨
収
集
団
派
遣
時
に
採
ら
れ
た
「
現
地
一
任
」
の
方
針
が
招
い
た
結
果
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

①
『
朝
隈
新
聞
臨
（
二
〇
〇
七
年
八
月
一
六
日
）

②
厚
生
省
援
護
局
「
海
外
戦
没
者
の
慰
霊
碑
建
設
に
つ
い
て
縣
（
一
九
七
㎜
年
七

　
月
）
（
前
掲
『
援
護
五
〇
年
史
駈
三
七
四
頁
）

③
厚
生
省
「
海
外
に
お
け
る
生
存
未
帰
還
者
の
救
出
及
び
戦
没
者
遺
骨
の
収
集
等

　
の
実
施
要
綱
」
（
一
九
七
二
年
二
月
）
（
前
掲
『
援
護
五
〇
年
史
一
五
一
三
－
四

　
頁
）

④
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
沖
縄
戦
戦
没
者
を
め
ぐ
る
日
米
関

　
係
と
沖
縄
」
九
六
…
七
頁
。

⑤
前
掲
閣
議
了
解
（
一
九
五
二
年
一
〇
月
；
二
日
）

⑥
『
読
売
新
聞
無
（
一
九
五
三
年
～
月
七
日
目

⑦
在
京
豪
大
使
館
よ
り
外
務
省
宛
口
上
書
（
～
九
五
五
年
一
月
七
日
）
（
「
南

　
方
」
）

⑧
『
続
引
揚
援
護
の
記
録
』
一
八
八
頁

⑨
『
吊
魂
ラ
バ
ウ
ル
方
面
戦
没
者
慰
霊
祭
』
一
七
一
八
頁

⑩
前
掲
厚
生
省
引
揚
援
護
局
長
よ
り
ア
ジ
ア
局
長
宛
公
信
援
発
言
四
六
五
号

⑪
　
弟
掲
『
吊
魂
ラ
バ
ウ
ル
方
面
戦
没
者
慰
霊
祭
撫
一
八
頁

⑫
ア
ジ
ア
局
第
二
課
作
成
覚
書
「
厚
生
省
に
お
け
る
英
豪
地
域
遺
骨
収
集
に
関
す

　
る
打
合
」
（
一
九
五
四
年
一
〇
月
一
八
日
）
（
「
南
方
」
）

⑬
厚
生
省
引
揚
援
護
局
長
よ
り
ア
ジ
ア
局
長
宛
公
信
援
発
二
七
六
号
（
一
九
五
五

　
年
三
月
三
日
）
（
「
南
方
」
）

⑭
欧
米
局
第
四
課
作
成
覚
書
（
一
九
五
五
年
七
月
一
八
日
間
（
「
南
方
」
）

⑮
厚
生
次
官
よ
り
外
務
次
官
宛
公
信
厚
生
省
発
援
＝
五
号
（
一
九
五
五
年
九
月
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｝
藁
蕎
）
（
「
南
方
」
）

⑯
『
読
売
新
聞
』
（
一
九
五
七
年
六
旦
百
）

⑰
ま
た
一
九
六
五
年
よ
り
終
戦
二
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
日
本
燈
族
会
が
「
外

　
地
戦
跡
巡
拝
」
を
開
始
し
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
。
中
野
は
こ
う
し
た
状
況
を

　
「
戦
没
者
慰
霊
問
題
の
構
造
変
化
」
と
捉
え
、
政
府
及
び
遺
族
会
も
対
応
を
迫
ら

　
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
中
野
、
前
掲
論
文
、
三
八
隣
i
五
頁
。

⑱
遡
ラ
バ
ウ
ル
の
今
昔
』
一
七
一
－
二
頁

⑲
町
宿
、
九
四
一
八
頁
。
同
碑
は
結
局
、
日
本
政
府
が
新
た
に
建
立
し
た
「
南
太

　
平
洋
戦
没
者
の
碑
鵡
の
そ
ば
に
移
転
さ
れ
た
。
新
た
な
碑
建
立
の
機
会
に
移
転
さ

　
れ
た
も
の
の
状
況
に
つ
い
て
は
【
表
】
備
考
欄
参
照
。

⑳
こ
の
間
の
経
緯
は
、
遡
マ
ノ
ク
ワ
リ
慰
霊
碑
建
立
甲
張
（
第
三
五
師
団
歩
兵
第
二

　
一
＝
聯
隊
戦
友
会
、
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。

⑳
　
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
議
事
録
（
二
〇
〇
一
年
三
月
二
七
日
）

⑫
　
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
議
鄭
録
（
一
一
〇
〇
二
年
三
月
二
八
日
）

⑬
　
前
掲
『
朝
日
新
聞
』
（
二
〇
〇
七
年
八
月
…
六
日
）

⑳
笹
前
掲
書
、
二
五
四
…
二
六
八
頁

お
　
わ
　
り
　
に

戦後日本の海外戦キ彙者慰霊（浜井）

　
以
上
、
へ
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
日
本
政
府
に
よ
る
遺
骨
収
集
の
展
開
過
程
と
、
南
方
各
地
に
建
立
さ
れ
た
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
を
め
ぐ

る
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
時
収
集
さ
れ
た
遺
骨
の
う
ち
遺
族
に
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
は
、
一
九
五
九
年
三
月

に
完
成
し
た
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
に
収
め
ら
れ
た
。

　
一
九
五
〇
年
代
に
派
遣
さ
れ
た
遺
骨
収
集
団
に
よ
っ
て
収
骨
さ
れ
た
遺
骨
は
全
部
で
約
＝
八
四
四
柱
で
あ
り
、
建
立
さ
れ
た
碑
は
こ
｝
基

で
あ
っ
た
。
南
方
地
域
に
お
け
る
戦
没
者
概
数
が
約
一
一
三
万
九
千
人
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
わ
ず
か
一
％
余
り
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
れ
を
も
っ
て
当
時
日
本
政
府
が
南
方
玉
砕
地
に
お
け
る
遺
骨
収
集
を
＝
応
の
終
了
」
と
み
な
し
た
の
は
、
収
集
団
に
よ
っ
て
送
還
さ

れ
た
遺
骨
を
「
象
徴
遺
骨
」
と
み
な
し
た
こ
と
に
よ
る
。
海
外
に
お
け
る
戦
没
者
処
理
に
関
し
て
、
例
え
ば
米
国
は
旧
戦
場
に
残
さ
れ
た
遺
骨

を
徹
底
的
に
回
収
し
て
本
国
に
送
還
し
、
そ
の
う
ち
か
ら
　
体
を
「
無
名
戦
士
の
墓
」
に
収
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
ま
た
英
國
は
対
照
的
に

現
地
に
戦
没
者
墓
地
を
設
置
し
て
こ
れ
を
管
理
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
が
選
択
し
た
方
法
は
、
「
海
外
の
旧
激
戦
地
に
お
け
る
現
地

追
悼
及
び
遺
骨
収
集
に
あ
た
り
遺
骨
中
か
ら
そ
の
一
部
を
当
該
地
域
戦
没
者
の
象
徴
遺
骨
と
し
て
内
地
に
持
ち
帰
」
り
、
納
骨
施
設
で
あ
る
墓

苑
に
納
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
象
徴
遺
骨
」
と
い
う
考
え
方
は
、
米
国
管
理
地
域
へ
の
派
遣
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
に
お
い
て
収
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骨
は
「
印
的
発
掘
」
程
度
に
行
う
と
い
う
方
針
が
採
ら
れ
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
米
・
英
両
国
方
式
の
中
間
に
位
す
る
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

式
」
と
い
う
よ
り
も
「
む
し
ろ
独
特
な
」
「
日
本
独
自
の
方
式
」
と
呼
べ
る
も
の
と
さ
れ
た
。

　
他
方
、
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
に
目
を
向
け
る
と
、
日
本
人
戦
没
者
の
た
め
の
慰
霊
碑
と
し
て
、
必
ず
し
も
国
民
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
建
立
後
に
お
い
て
も
政
府
に
よ
る
維
持
管
理
は
な
さ
れ
ず
、
結
果
と
し
て
そ
れ
ら
は
放
置
さ
れ
、
後
年
訪
問
し
た
遺

族
達
の
目
に
は
「
貧
弱
」
と
映
り
、
戦
友
に
対
し
て
「
申
訳
な
い
」
と
い
う
思
い
を
抱
か
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
が
建
立
さ
れ
た
地
点
を
当
時
管
轄
し
て
い
た
の
は
英
国
、
オ
ラ
ン
ダ
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
あ
り
、
「
ア
ジ

ア
諸
国
」
に
は
一
基
も
建
立
さ
れ
な
か
っ
た
。
遺
骨
収
集
団
の
派
遣
先
に
は
ビ
ル
マ
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
い
う
戦
後

独
立
し
た
「
ア
ジ
ア
諸
国
」
が
含
ま
れ
て
い
た
の
だ
が
、
相
手
国
の
反
対
と
現
地
感
情
へ
の
配
慮
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
戦
没
日
本
人
合
式
」

の
建
立
が
遺
骨
収
集
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
派
遣
自
体
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
ア
ジ
ア
の
一
員
と
し
て
の

立
場
の
堅
持
」
を
う
た
っ
た
一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
、
「
ア
ジ
ア
諸
国
」
に
「
戦
没
日
本
人
之
碑
」
を
建
て
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
事
実

は
注
目
に
値
す
る
。

　
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
遺
骨
収
集
は
、
交
通
の
不
便
や
入
域
の
制
限
な
ど
の
悪
条
件
の
中
、
広
大
な
地
域
を
限
ら
れ
た
日
数
と
人
員
に
よ

っ
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
様
々
な
制
約
の
も
と
で
行
わ
れ
た
取
り
組
み
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
、
戦
後
間
も
な
い
困

難
な
時
期
に
、
一
万
二
千
柱
余
り
の
遺
骨
が
「
帰
国
」
し
、
ま
た
遺
骨
収
集
を
通
じ
て
、
少
な
か
ら
ず
現
地
政
府
や
住
民
と
の
相
互
理
解
の
場

を
持
ち
え
た
こ
と
は
一
定
の
「
成
果
」
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
た
と
え
一
九
五
〇
年
代
を
通
じ
て
援
護
行
政
や
遺
族
会
の
主
要
な
関
心
が
遺
家
族
の
経
済
的
権
利
の
獲
得
に
あ
っ

た
と
は
い
え
、
す
で
に
遺
骨
の
風
化
が
認
識
さ
れ
て
い
た
中
で
、
海
外
戦
没
者
の
処
理
問
題
に
つ
い
て
必
ず
し
も
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
ぬ
ま

ま
「
象
徴
遺
骨
」
の
収
集
が
進
め
ら
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て
＝
応
の
終
了
」
と
し
た
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
問
題
を
先
送
り
す
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
九
月
、
尾
辻
秀
久
厚
生
労
働
大
臣
は
南
方
地
域
の
遺
骨
収
集
に
関
し
て
、
戦
後
六
〇
年
と
い
う
節
目
と
い
う
こ
と
も
あ
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り
、
二
〇
〇
六
年
度
以
降
三
、
四
年
置
目
途
に
集
中
的
に
収
集
を
行
い
、
そ
れ
を
区
切
り
と
し
て
「
幕
を
引
く
」
と
い
う
考
え
を
示
し
た
。
し

か
し
今
な
お
収
骨
可
能
な
遺
骨
が
三
六
〇
万
柱
（
う
ち
南
方
地
域
は
約
五
六
万
柱
）
も
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
鑑
み
、
こ
う
し
た
政
府
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

姿
勢
に
対
し
て
は
疑
問
も
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
一
九
五
〇
年
代
当
時
、
遣
骨
を
収
集
し
こ
れ
を
供
養
す
る
こ
と
が
「
真
実
の
「
終
戦
処
理
」
」
で
あ
る
と
評
せ
ら
れ
た
が
、
未
回
収
の
遺
骨

が
そ
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
現
状
を
考
え
る
と
、
本
稿
で
見
て
き
た
海
外
戦
没
者
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は
、
戦
後
六
〇
年
を
経
て
な
お
今
日
の

B
本
が
直
面
し
て
い
る
未
だ
「
終
わ
ら
な
い
戦
後
」
の
起
点
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
①
前
掲
『
続
々
引
揚
援
護
の
記
録
匝
二
六
一
－
二
頁
　
　
　
　
　
　
　

本
謡
（
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
二
〇
〇
七
年
）
四
五
頁

　
②
内
海
愛
子
、
上
杉
聰
、
福
留
範
昭
『
遺
骨
の
戦
後
一
朝
鮮
人
強
制
動
員
と
B
　
　
③
『
読
売
新
聞
臨
（
一
九
五
五
年
一
月
；
百
）

本
稿
の
論
旨
は
、
執
筆
者
個
人
の
見
解
で
あ
っ
て
、
外
務
省
の
公
式
見
解
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）

戦後臼本の海外戦没者慰霊（浜井）
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without　any　effort　of　continuance．　However，　the　burials　of　other　heroes　such　as

Wellington　had　given　the　strong　sense　to　the　cathedyal　as　the　site　of　naval　and

mititary　commemoration．　At　the　same　time，　St　Paul’s　itself　not　only　reinforced　the

meanings　of　navai　and　mbitary　achievements　in　former　days，　but　also　justfied　and

created　wider　national　consensus　for　military　state　funerais　in　modern　Britain．

　　　Overseas　Memorials　for　Japanese　War　Dead　in　the　Postwar　Period：

The　Process　of　Dispatchng　Parties　to　Collect　Remains　in　the　Southern

Regions　and　the　Erection　of　Memorial　Monuments　for　Japanese　War　Dead

　　　　　　　　　　　　　　　　（Senbotsu　i＞伽吻朋。勘血the　1950s

by

HAMAI　Kazufumi

In　1950s　the　Japanese　Govemment　sent　payties　to　coilect　the　remains　of　the

Japanese　war　dead　in　the　Southern　Regions　that　had　become　fierce　battlegrounds

during　the　Asian　Pacific　War．　This　article　examines　the　process　of　negotiation　con－

cerning　the　dispatch　of　each　of　the　parties　to　East　New　Guinea，　the　Solomon

Islands，　Burma，　lndia，　West　New　Guinea，　North　Borneo，　and　the　Philippines，

which　followed　the　first　dispatch　to　the　Pacific　Ocean　islands　under　contrel　of　the

United　States．　The　United　Kingdom，　Australia，　the　Netherlands，　Burma，　lndia，　ln－

donesia，　and　the　Philippines　became　adversaries　in　these　Regotiations．　During　the

negotiations　with　the　goverwnent　of　each　country，　especially　Btitish　and　Australian

government，　demands　were　made　for　Japan　to　give　the　carefu1　consideration　so　as

not　to　affect　local　resident’s　feelings　negatively，　and　Japan　agreed　to　this．　The　re－

paration　pyob｝em　with　Japan　also　influenced　the　negotiations．　The　missions　to　Bur－

ma　and　the　Phifippines，　where　the　reparation　problems　had　akeady　been　settled，

were　carried　out，　but　the　dispatch　ef　a　party　to　lndonesia，　where　the　reparation

problem　was　unsettled，　was　not　achieved．

　　Another　pyoblem　examined　in　this　article　concerns　the　character　and　the　mainte－

nance　of　memorial　monuments　for　the　Japanese　war　dead　（Senbotsu　Arihonjin　no

ht）　erected　by　the　parties．　Nthough　the　Japanese　government　regarded　these

monuments　as　memorials　for　the　repose　of　the　souls　of　Japanese　war　dead，　the

Australian　govemment　demanded　in　the　negotiations　thatthe　inscription　carved　in
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English　on　the　reverse　side　of　the　monurnent　be　changed　to　“This　stone　marl〈s

the　place　from　which　Japanese　War　Dead　were　removed　by　the　Japanese　Gov－

er㎜ent血1955．”In　the　end　the　Japanese　government　accepted　this　demand　be－

cause　collecting　remains　was　to　be　the　first　consideration．　This　type　of　monument

was　not　erected　in　“Asian　nations，”　such　as　Burrna　and　the　Philippines，　out　of　con－

sideration　for　local　feelings．

　　Indeed　the　dispatch　of　these　parties　in　the　1950s　achieved　a　certain　degree　of

success　as　a　means　to　solve　the　problem　of　the　disposition　of　the　remaiRs　of

Japanese　war　dead　overseas．　Thi’ough　the　efforts　of　these　parties　the　number　of

remains　collected　reached　11，844，　and　21　monuments　were　erected．　Never－

theless，　the．　remains　coilected　at　tbis　time　were　oniy　190　of　the　total，　and　by　con－

sidering　this　token　collection　of　symbo｝ic　remains　in　these　regions　as　the　comple－

tion　of　their　mission，　a　comprehensive　solution　to　the　problems　associated　with

the　overseas　Japanese　war　dead　was　put　off　into　the　future．　Moreover，　the　adop－

tion　of　the　poticy　of　leaving　the　maintenance　of　memorial　monuments　for　the

Japanese　war　dead　to　local　governments　resulted　in　the　premature　wea£hering　and

deterioratioR　of　the　monuments．　Thus，　the　approach　of　the　Japanese　Government

血（iispa亡ching　Parties亡。　coBect　remains　in　the圭950s　has　crea亡ed　a　legacy　of　prob－

lems　yet　to　be　solved．

L’lnternationale　Situationniste・　et　le　contre－monument：　une　origine　du

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sourisme　contemporain？

par

TAKINAMI　AI〈ihiro

　　Dans　1es　ann6es　1950，至es　situatio面stes　n’acceptaient　pas　les　sta加es　e毛

architectures　monumentales　a　Paris．　Des　monuments　comme　1’Arc　de　Triomphe　et

1’Op6ra　sont　rejet6s，　avec　des　expressions　assez　fortes　et　ironiques．　Cependant，

ils　ne　refusent　pas　forc6ment　tous　les　monuments．　En　examinant　les　rapports

de　la　“d6rive”　et　la　“psychog60graphie”　pubti6s　dans　leur　revues，　les　“plans

psychog60graphiques”　situ6s　hors　de　la　tradition　cartographique　et　les　films

documentaires　avant－gardistes，　on　peut　classer　les　monuments　non　rejet6s　en

deux　cat6gories：　ceux　modifi6s　et　ceux　admir6s．

　　Concernant　ceux　modifi6s，　on　peut　pr6senter　deux　exemples　typiques：　le　Va！一
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